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午前９時00分開議

○事務局長（石井 良忠君） 起立、礼。着席。

○議長（中野 義信君） 改めまして、おはようございます。本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

ここで、福祉事務所長より発言の申出があっておりますので、これを許可します。末次福祉事

務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） おはようございます。

ないという発言をしましたことにつきまして、訂正をさせていただきたいと思います。

２月２６日の厚生労働省の通知がございました。生活保護法による保護要領の取扱いについて

の一部改正でございます。扶養義務の取扱いとしまして、虐待やＤＶなどの経緯がある者等の当

該扶養義務者に対し扶養を求めることにより、明らかに要保護者の自立を阻害すること、著しい

関係不良の場合等は、直接照会をすることが適当でないとして取り扱って差し支えないという改

正の通知がございましたので、発言を訂正しておわびいたします。
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以上でございます。

────────────・────・────────────

日程第１．議案質疑

○議長（中野 義信君） 日程第１、議案質疑を行います。

議案第１５号辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とします。

説明を求めます。うきはブランド推進課長。

おはようございます。うきはブランド推進課でござ

います。

議案書の６ページをお開き願います。

議案第１５号辺地に係る総合整備計画の変更について。

辺地に係る総合整備計画を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、議会の議決を求める。令和３年

３月５日提出。うきは市長髙木典雄。

事前に配付されております、令和２より５年度の辺地総合整備計画書をお開き願いたいと思い

ます。

うきは市の辺地は、交通条件や経済的条件に恵まれないへんぴな地域のことで、妹川、新川、

田篭、小塩の一部を除いた姫治地域で４つの辺地がございます。この事業は辺地債の対象となり、

起債で１０割借りて、交付税で８割措置されるものでございます。今回、計画をしておりました

が、事業の見直しにより変更の部分が出てまいりましたので、議会の承認を求めるものでござい

ます。

まず、変更部分だけを御説明申し上げます。

２ページの新川辺地をお開き願いたいと思います。２段の下のほうです。

持木地区簡易給水施設井戸掘替え及び送水管改修工事、これが新規に上がっております。持木

地区の簡易給水施設の削井工事及び老朽化した部分を改修することで、住環境の向上を図るとい

う目的で事業を行います。

続きまして、４ページをお願いいたします。４ページの下２つになります。

女子尾簡易給水施設井戸掘替え工事、当初井戸のろ過装置を設置することを想定しておりまし

たが、費用対効果、効率性を考えて、井戸掘替え工事に変えたための事業費が減額になったもの

でございます。その下の小塩コミュニティセンター耐震改修（設計監理・工事）です。これは新

規でございます。小塩コミュニティセンターの耐震改修を行うことで、自治会活動の拠点として

施設の長寿命化を図るとともに、災害時等の避難所としての活用が見込まれる事業でございます。

以上の点が変更点でございます。
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以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第１６号うきは市道路線の認定についてを議題とします。

説明を求めます。住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） おはようございます。住環境建設課、村岡です。よろしくお

願いいたします。

議案書の７ページ目をお開きください。

議案第１６号うきは市道路線の認定について。

道路法第８条第２項の規定により、次のうきは市道路線の認定について、議会の議決を求める。

令和３年３月５日。うきは市長髙木典雄。

審議いただきます認定の路線につきまして、下の表の御説明をいたします。

級、その他。路線番号、２００３。路線名、下小柳線。起点、吉井町福益字下小柳５４５番１。

終点、吉井町福益字下小柳５４５番１２でございます。

続きまして、初日にお配りしておりますうきは市道路線の認定資料、Ａ４横版の資料をお手元

に御準備ください。

そちら１枚表紙をめくっていただきまして、今回の市道路線の認定につきまして、新たに６区

画の住宅地として開発されたところに新設された道路につきまして、寄附がなされたところで延

長８７.２メートル、幅５メートルの道路となります。

次のページをお開きください。

位置図になりますが、図の丸書きで示しております。筑後吉井駅や鳥越製粉株式会社の南側の

ほうに位置します道路になります。

最後、次のページ、一番最後のページをお開きください。

字図のほうを示しておりますが、５４５番の１、８、９、１０、１１、１２、そちらが新たに

開発された住宅地でございまして、５４５番の１３、こちらが今回認定する道路になります。

以上で説明を終わります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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次に、議案第１８号うきは市耐震改修促進計画の策定についてを議題とします。

説明を求めます。市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 市民協働推進課長、石井です。

まず、議案書の１０ページをお開きください。

議案第１８号うきは市耐震改修促進計画の策定について。

うきは市耐震改修促進計画を策定することについて、うきは市議会基本条例第１５条の規定に

より、議会の議決を求める。令和３年３月５日提出。うきは市長髙木典雄。

うきは市耐震改修促進計画を御準備ください。

うきは市耐震改修促進計画は、平成２２年度に策定しております。その計画の期間が令和２年

度で終了いたしますので、新たに目標年度を令和１２年度に再設定し、計画の見直しを行うもの

としました。今回の見直しでは、福岡県のガイドラインに示されている基本的な考え方を参考と

し、福岡県耐震改修促進計画との整合を図り、作業を進め、現時点での耐震化率を再計算し、

１０年後の目標値を定めることとしました。

それでは計画の中身になりますが、３ページをお開きください。

建築物の耐震に関わる施策の変遷を表しております。平成７年１月に起きました阪神・淡路大

震災の後、１２月に耐震改修促進法が施行されております。その後、福岡県西方沖地震や東日本

大震災、熊本地震などの大きな地震を経験し、耐震改修促進法が改正され、耐震改修促進計画の

策定や改定、また耐震化促進のための措置などの動きが出てきております。福岡県では、平成

１９年３月に耐震改修促進計画の策定がなされ、平成２８年４月に計画の改定がなされておりま

す。

次に６ページです。

うきは市の耐震改修促進計画の期間ですが、（２）令和３年度から令和１２年度までの１０か

年とします。

次に、１０ページ、１１ページをお開きください。

福岡県内には図８のような断層帯があり、うきは市の想定震度として、警固断層南東部による

震度が４から６弱、水縄断層で震度５強から７が想定されております。

次に、１５ページをお開きください。

対象建築物として、住宅、市有建築物、特定建築物に分類し、耐震化率を推進します。特定建

築物の１号は、不特定多数の人が利用する建築物で規模の大きいものとなります。２号は、危険

物の用途に供する建築物ですが、うきは市には該当がありません。３号は、倒壊した場合に緊急

輸送道路の妨げのおそれのある、一定の高さがある建築物となります。

１６ページ、１７ページでは、緊急輸送道路の説明と、うきは市の緊急輸送道路状況の地図に
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なります。国道２１０号と浮羽バイパス、県道５２号線、県道８０号線が災害時の重要な輸送道

路であり、沿線の建築物の耐震化を進める必要があります。

１８ページ、１９ページです。

建築基準法に基づく現行の耐震基準は、昭和５６年前後で分けて耐震化率を推計します。表

４のように、住宅の耐震化率の推計は全体で７６.８％です。１９ページの表５では、市有建築

物の耐震化率が全体で６４.７％と推計しております。

２０ページです。

表６の１号特定建築物の耐震化率では、全体で８７.５％と推計しております。表７では、そ

の用途別に表した表になります。表８では、３号特定建築物が３９ございます。２７が耐震基準

以降、１２が基準以前に建てられたことを表しております。

２６、２７ページをお開きください。

耐震化目標の設定では、令和１２年度末までに住宅、特定建築物、共に耐震化率を９５％とし

ます。耐震化率を高めるうきは市の取組として、市民の生命の保護を最優先に考えた公共建築物

の計画的な耐震化を推進します。そのために市有建築物の管理部局等、各所管が連携し、横断的

な取組を推進していくこととしております。

３４ページ、３５ページをお願いします。

住宅の耐震化推進として、福岡県耐震診断アドバイザー制度があり、これによる耐震診断では

３,０００円の補助金や、その後の耐震改修では、補助率５０％の８０万円までの補助金、また

税の優遇制度、融資制度がございます。

次に４３ページ、４４ページです。

危険なブロックの倒壊防止について、うきは市にはブロック塀等撤去費補助事業において補助

制度がございます。今後、耐震化に向けて、住民に対し普及啓発活動や補助制度や耐震改修促進

に向けた情報の提供などを行うことで、耐震化率を上げていくという計画としております。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） お尋ねいたします。

最後のほうですが、４３ページ、ブロック塀のことが書かれておりますが、子供たちの通学路

に面している危険なブロック塀というのは、大体何メートルあるというふうに捉えてあるのか。

２点目、４４ページになりますが、３）天井等の非構造部材の安全性、多分これ、照明器具と

かが該当すると思いますが、小・中学校並びに学童保育あるいは幼稚園、保育所で、むき出しの

ままの蛍光灯の天井がかなり見られますが、その点は先ほど言いました小・中学校、あるいは幼
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稚園、保育所、あるいは学童保育など、毎日たくさんの児童・生徒が使う場所についての点検は

されているのかどうか。その実態を教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 学校教育課長。

○学校教育課長（瀧内 教道君） 学校関係の分でお答えしたいと思っております。

１点目が通学路関係のブロック塀ということだったと思います。大阪でのブロック塀での子供

の死亡事故以降、通学路それから学校敷地内で倒壊のおそれがあるブロック塀の調査については

なされておりまして、学校内においては、２校においてブロック倒壊のおそれがあるブロック塀

の改修について行っております。

それから通学路については、ちょっと私も手元に資料がございませんが、通学路の調査も行っ

たと思いますけれども、通学路もいろいろ―学校のほうに届けている通学路以外での通学と

かがですね、道の話ですから、それから民地の話もあって、きちんとしたデータについては持ち

合わせていないところでございます。

それから、建物の蛍光灯の話なんですけれども、現在のところ、地震に限っての落下とか、そ

ういった部分についての調査、検討については行っておりません。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 天井等の非構造物部材の落下とか、蛍光灯とかの部分も含

むとは思いますけれども、今後、定期的な点検や改修工事を行うように啓発とか活動を実施して

いくことを、この計画ではうたっております。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 保育所、学童につきましてでございますけれども、定期的に保

育所のほうにつきましては確認をしているところでございますが、学童に関して、吉井学童のほ

うが先ほど竹永議員がおっしゃいました蛍光灯の関係がむき出しになっている状況というのは把

握しておりますので、これについては委託事業所のほうと協議を進めてまいりたいと考えている

ところでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） ４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 最初のブロック塀の件ですが、学校が認めていない通学路という

のは、ちょっとこれ、よく意味が分かりませんが、多分学校のほうで集約した通学路があると思

います。もちろん１つの区域、例えば吉井でいいますと、１９区なら１９区で国道の北だ、南だ

という形であると思いますけれども、せっかく計画を立てても、そういう実態調査が行われなけ

れば、結果的にどれだけ成果が上がったか。ただ、そのブロック塀の改修を何件、あるいは何

メートルできましたという数値は上がるかもしれませんけど、毎日通っている子供たちの安全と
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いうのは守れないのではないかと思いますので、その通学路、学校教育課のほうに聞けば分かる

と思いますので、全部の点検をして取り組んでいただきたいと思いますが、その点についてお尋

ねいたします。

あともう一点は、吉井学童のほうが危険という話がありましたけども、多分、小・中学校、ほ

ぼ危険な状況の蛍光灯の状況ではないかなと思っています。したがいまして、ここに書いてあり

ますように、やはり計画的な改修をしていかなければならないと思いますが、市長はいかがお考

えでしょうか。

○議長（中野 義信君） 髙木市長。

○市長（髙木 典雄君） ブロック塀については、もう議員も御承知かもしれませんが、一斉点検

をしまして、一定の高さについては一斉の点検をして必要な改修を行っております。

それから、天井関係の御指摘いただいたんですけれども、将来を担う子供たちの教育環境の整

備でございますので、重要な視点でありますので、しっかりこの計画を認めていただければ、こ

の計画に沿って点検を施すなど、適切な対処をしていきたいと、このように思っているところで

あります。

○議長（中野 義信君） 竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） それでは、この計画が、年度が完成した折には、子供たちの通学

路において、危険なブロック塀が１件もない。そして、小・中学校を含め、教室にもそういう危

険なぶら下がりの蛍光灯など、照明器具がないというふうな理解でよろしいですか。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 計画が１０年ということでちょっと長いですけれども、な

るべく早く、そういうのが１件もなくなるように努力していきたいと考えております。

○議長（中野 義信君）

１５ページですね。この特定建築物の３号特定建築物、これに

該当する件数はかなり多いのかなという感じはしますけれども、何件くらい把握されてあるのか。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） 計画書の２０ページの一番下の表８、３号特定建築物の現

況ということで、こちらのほうに表しております。全体で３９件、そのうち昭和５６年５月以前

の建物が１２件あるということで、これは緊急輸送道路に面している一定の高さのある建築物の

うち、地震で倒壊するおそれのあるということが１２件ございますけれども、こちらは福岡県の

ほうが把握している数字で、うきは市のほうにはこの１２件という内容というか、一覧表は頂い

ております。県のほうも直接通知を出して指導をしておるということのようです。

以上です。
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○議長（中野 義信君）

件数は分かりましたけれども、やはり今、補助事業で行ってお

りますけれども、これがなかなか進まないというのが現状でございます。簡単に電化製品を購入

するような感覚とは全然違うからですね、やはり何百万円というお金がかかります。そこで、二

の足を踏んであるんだろうと思いますけれども、その辺の補助の見直しも必要じゃなかろうかと、

こういう５６年５月以前の建築物についてはですね。だから、もう少し補助事業が活用できるよ

うな、何かそういう対策は打てないかどうかですね。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 住宅の耐震改修の補助金につきましては、先ほど市民協働推

進課長からもお話ありましたが、３５ページ目のほうに記載しております耐震改修事業費補助金、

限度額として８０万円、補助率５０％ですが、こちらのほうで補助金としては対応しているよう

な状況でございます。ただ、実態としまして、恐らく結構な費用がかかるというところで、正直

なところ、件数としてはやっぱりあまり上がってない。２４年から実態としては今のところ１件

だけというところですので、我々としましても、引き続き啓発に努めて、こういったところの補

助事業のほうを活用していただくような形で啓発していきたいと思っております。

○議長（中野 義信君） ９番、上野議員。

○議員（９番 上野 恭子君） ちょっと前々からお尋ねしようと思いながら引きずっておりまし

たが、教えてください。

例えば、今、ブロック塀で出ておりますが、板塀のところがございます。それで、あの板塀も

一応塀なんですね。それですけれども、あれは家の一部として考えるものか、塀として考えるも

のか。そして、また傷んだときに、ブロックにするときに補助対象になるのか。ちょっとそこら

辺を教えていただけませんでしょうか。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） うちのほうの補助金としましては、ブロック塀等という形に

はなっているんですが、すみません、ちょっと細かいところまで把握してないもので、１回調べ

させていただきます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第１９号第２期うきは市子ども・子育て支援事業計画の変更についてを議題としま

す。

説明を求めます。福祉事務所長。
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○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 議案書の１１ページをお開きください。

議案第１９号第２期うきは市子ども・子育て支援事業計画の変更について。

第２期うきは市子ども・子育て支援事業計画を変更することについて、うきは市議会基本条例

第１５条の規定により、議会の議決を求める。令和３年３月５日提出。うきは市長髙木典雄。

「第２期子ども・子育て支援事業計画」は、令和２年度から６年度までの５年間を計画期間と

して、昨年の３月に策定し、今年度から計画に基づいて各種施策を遂行しているところでござい

ます。

配付させていただいております「第２期うきは市子ども・子育て支援事業計画」、第３章子ど

も・子育て支援の基本的な考え方をお手元にお願いいたします。

１ページをお開きください。

１０行目のちょうど中ほどに記載しておりますが、計画改定の趣旨でございます。現在、本市

におきましては、本計画とは別に子どもの貧困対策推進計画として、「うきは市子どもの未来応

援地域ネットワーク形成支援事業実施計画」、平成２９年度から令和２年度までの４年間を計画

期間とし、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることのない社会の実現を目指し、取組

を推進しているところでございます。

そして、下から８行目に記載しておりますけれども、このたび、子どもの貧困対策推進計画で

あります、「うきは市子どもの未来地域ネットワーク形成支援事業実施計画」の次期計画を策定

するに当たり、これまでのこの計画の取組を踏まえながら、「第２期子ども・子育て支援事業計

画」に子供の貧困対策の施策を盛り込み、全ての子供や子育て家庭の支援を総合的、一体的に推

進するために改定するものでございます。

改定に当たっては、昨年度策定しました本計画のニーズ調査結果を踏まえ、国の「子どもの貧

困対策に関する大綱」に基づく総合的な推進として位置づけ、取組を推進してまいります。また、

本計画の変更については、子供の貧困対策の把握、点検、評価を行ううきは市子どもの未来応援

地域ネットワーク協議会の委員の意見を踏まえて、うきは市子ども・子育て会議で審議しました

計画案を約１か月間パブリックコメントを行い、その意見を再度うきは市子ども・子育て会議で

審議し、本議会に上程するものでございます。

盛り込む内容を御説明いたします。２ページをお願いいたします。

「第２期子ども・子育て支援事業計画」は、計画の基本理念を実現するために６つの行動目標

を定めております。その行動目標の６つ目の「援助を必要とする子どもや家庭への支援」、④

「子どもの貧困対策の推進」は、「第２期子ども・子育て支援事業計画」の冊子４３ページの③

の障がい者施策の充実の後に盛り込む内容でございます。

それから、３ページをお願いいたします。
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４、子どもの貧困対策の推進、これは「第２期子ども・子育て支援事業計画」の冊子の

６０ページ、３の障がい者施策の充実の後に盛り込む施策の内容でございます。パブリックコメ

ントの前は、施策は５つとしておりましたけれども、パブリックコメントの御意見を踏まえて、

高校生の不登校支援と経済支援の推進を追加しております。以下は資料編となっております。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） ２点お尋ねを、文教のほうでしっかり御議論いただくと思いま

すが。

まずは、資料編の１０ページ以降を見てみましてですね、いわゆるコロナ禍においての貧困と

いうのが非常に重要な問題になっております。この資料編というのは、１ページに「第２期うき

は市子ども・子育て支援事業計画」策定時のアンケート結果を踏まえということになっておりま

すから、これを指すんだと思います。

それでお尋ねしたいのは、いわゆる貧困という概念、このアンケートから読み取るですね。例

えば１１ページ、経済的困難な経験のアンケートですね、子育ての様子についてですけど。これ

を左から見てみますと、問いの中に、「過去１年間に、お金がなくて家族が必要とする食べ物や

衣服が買えないことがありましたか」ということで、よくあったが３.３％、時々あったが

６.５％、まれにあったが１０.４％で、７８.１％がなかったということに、ここを見ると、こ

こだけじゃないんですけど見ますと、例えば、所管としてといいますか、うきは市として、貧困

というのは、よくあった、時々あった、この辺にラインをと考えていらっしゃるのか、概念的に

ですね。その辺をちょっとお伺いをまずしたいと思いますが、答弁願います。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 江藤議員の、１１ページの経済困難の経験のところの御質問で

ございますが、なかなか生活の困窮の定義というのは、対象が難しいところではございます。概

念としましては、こちらのほうで、所管のほうで考えていますのは、ここで時々あった、よくあ

った、こういった生活に困難がある経済的困難の経験のところ、この辺りを生活の経済的困難の

経験として、概念として考えているところでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 概念的には私もそう読み取りました。ただ、ほかのも見てみま

すと、これはお金の生活の苦しい方、それから１３ページであっても、家族の健康状態の下かな、

「病院等で受診できなかった経験」というのも、ここで明確なグラフで出ております。それから、
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１４ページにいっても同様の割合が示されているように読み取ります。

ただ、大事なことは、これは線引きするのは難しいと思うんですよ。でも、うきは市としては

１つの概念を持っておかないと、政策を打つのにかなり根拠的、基本的に曖昧な感じを受けまし

た。だから、その辺りをどう表現するかは難しいかもしれませんけど、この数字を見るとですね、

数値もひとり親の方が２８３という、世帯数にすれば１万１,０００世帯のということになって

くるんですけど、しっかりとした現実の実態をつかみ取って、やっぱりここに計画を新たに折り

込むんであればですね、やらないと、国が言っているからこれを追加するんだということでは、

やはり今、このコロナを含めての大変な生活の現実でしょうから、重視していかなければならな

いんじゃないかということでございますので、これ以上はお聞きしても私もちょっと分かりませ

んし、１つの概念的なあれを共通して設定いただくようにお願いをしたいと思います。

それから、もう一つは３ページ、子どもの貧困対策の推進というのが７項目上がっております。

高校生のやつもここに資料で頂いておりましたですね。パブリックコメントの高校生の関係も盛

り込んでいただいてよかったと思います。これを今、やっていることと、今後新たにやろうとし

ていること、今、所長が考えているこの７項目の中で、新たに、例えば子供さんの学業の関係か

らすると、寺子屋を実施してますですよね。それは１つの例ですけど、新たにこの内容、概念の

中に、概要の中にあるような方向性、主にこういうことをやりたいということを今、考えている

ことをひとつお聞かせください。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） ただいまの御質問は、この７つの施策以外にということですか。

この中……。（「この改定は、１つの方針的なものです……具体的にこういうことを掲げてます

よ……。最初にさっきの貧困のあれをしっかりやりますという表現をしてましたけど、具体的に、

その答えから……」と呼ぶ者あり）

先ほどの貧困の概念につきましては、なかなか生活困窮者の概念というのは難しいところでは

あるんですけれども、いろいろな情報を子ども・子育て会議の中でこういったニーズ調査、それ

から現場の声を聞きながら、概念を１つずつ共通認識として持ちながら、施策のほうに反映に努

めてまいりたいと考えております。

それから、次の子ども貧困対策の推進として、施策がこれだけありますけれども、具体的にど

ういったことをというところだと思いますが、その分につきましては、子ども・子育て会議の中

に議員のほうから中学生、高校生への支援についての反映がないんじゃなかろうかという御意見

を踏まえて、現在、中学校の校長と浮羽究真館高校の校長先生が委員のほうに新しく入っていた

だきました。その中で、特に高校生の不登校支援といったところにすごく皆さん、これまでそう
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いった会議の中で共通認識がございませんでしたので、この中学と高校の連携だとか、かなり現

場のほうではやられてますので、そういったところを、もっと保育所とか小さい子供の支援をし

ている支援者の方と共通認識を持ちながら、妊娠期から１８歳までの子育て支援の体制を少し進

めていく上で、この高校生の不登校とか、そういったところを少し今以上に進めていけたらいい

なと考えているところです。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。２番、組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） 今回の子ども・子育て支援事業計画だけじゃないんですけど、う

きは市の個別計画というのは、何ですかね、計画期間はあるんですけど、そして目標はこうです

よと。単年度のスケジュールがないんですよ、ほとんど。４年後にはこうなります。なら、１年

目は実態把握します、２年目は何をします、３年目には何をします、４年目にここの目標まで持

っていきますというのがないと思うんですけど、そこに初めて事業に対する予算やらというのが

ついてくるんだろうと思うんですけど、そういったのというのはできないものか、ちょっとお伺

いさせていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） おはようございます。企画財政課の山崎でございます。

全般的なことになりますけども、一応総合計画のほうで毎年実施計画を作成しておりますので、

そちらのほうで全体的にはやっていくということで考えておりますので、そういうことで御理解

いただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） 今回総合計画んとは、何ですかね。予算の補足説明の中で一体化、

効率化を図られていると思っているところでございます。あれというのは、総合計画全てが掌握

できると認識しちょってよろしいですかね、そしたら。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） 今回、令和３年度から様式を見直しまして、本来の実施計画に

予算のほうも同時に乗せて、今後２年先の分まで計画を乗せてやっておりますので、全体的には

それで市としては総合的にやっていくということで考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（中野 義信君） 組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） ちょっと総合計画のほうになってしまってすみません。何か全体

的に計画書がですね、そういった形で、単品では何かこう、教科書的には書いてるんですけど、

本当に実践向きにうきは市の実態を、これだけアンケートは把握しちょってですよ、先ほども困
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窮のほうはよく不明瞭である、そういったのがきちっと線引きをすることで、施策というのはで

きるんだろうと思うんですよ。ここに掲げられている、生活困窮者に向けて支援を行いますよと

施策があるということは、生活困窮者というのはこういったという線引き、線引きという言い方

はいかんとかしれんですけど、そういった実態がよく分からないなら、私は、来年度は実態をき

ちっと把握するやら、そういったスケジュール管理がないなら、この計画書というのが、ただ紙

切れになってしまいやせんやろうかという思いがあったから、何かそういった計画書が多く私は

感じますので、今後、できるもんであれば、そういったスケジュール管理が分かるような計画書

を作っていただきたいと思っております。よろしくお願いしときます。要望です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。７番、熊懐議員。

○議員（７番 熊懐 和明君） １つお伺いします。

３ページの７項目の下から２番目の生活支援の充実について、「絶対的貧困状況にある世帯の

子ども達に安定した食材を提供できるようにするため、フードバンクによる支援の充実に努め、

家庭への食の支援の充実に努めます」とあります。その中で、包装の傷みや品質に問題がないに

も関わらず、流通できないものなどいろいろ利用されて、困窮者に行う活動団体があったり聞い

ていまして、食品ロス、フードロスを引き取り、届ける活動、フードバンクです、同じでしょう。

このことをどういうふうに今から進めていこうと考えているのか、そこのところをちょっとお伺

いしたいと思います。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） フードバンク支援の御質問でございますが、現在、複数の市内

事業者に御賛同いただいて、市内在住の子供たちの食から支援していく視点と、先ほどありまし

た食品ロスの観点から、不定期で現在も社会福祉協議会のほうに御提供いただいております。こ

の提供いただいた食品を福祉事務所が実施しております生活困窮者自立支援事業における学習支

援の場の子供さんに提供したり、現在しております。こういうＮＰＯ法人とかのフードバンク福

岡と、そういった市内の事業所とかといろいろ今後も御協力をいただきながら、フードバンク支

援というのを継続して進めていきたいというところでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 熊懐議員。

○議員（７番 熊懐 和明君） 今、説明を受けていて、食べられない日があったということが出

ていましたので、ここのとこ、ちょっと力入れて頑張ってもらいたいと思って質問しました。お

願いしときます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１１番、伊藤議員。

○議員（１１番 伊藤 善康君） 生活困窮者、どの辺で線引いとるか私には分かりませんが、多
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分どういった家庭が主に該当するというかな。それを１つ聞かせていただきたいと思います。

それと、今ずっとこの計画を読ませてもらいましたが、食べることとか、そういうことは割と

支援をするように書いていますが、子供によってはスポーツが得意で何かの部活、野球とかサッ

カーとか。そういったのもやりたいと思ってても、困窮で親が金がかかるけん、やめとけといっ

た場合は結局できません。それで、そういったのをちょっと盛り込んでもらうと非常によかった

のではないかと思いますが、その点はいかがですかね。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） まず、子供の貧困の御家庭にどんな構成かという御質問かと思

いますが、どういう家庭かというところでございますが、国が厚生労働省のほうが発表した調査

によりますと、厚生労働省の２０１９年の調査におきましたら、独り親世帯が４８.１％という

形で、やはり母子家庭など、大人１人で子供を育てる世帯のほうが貧困率が４８.１％になって

生活が苦しい実態というふうな状態です。

スポーツとかの子供の施策とかもその中に盛り込んだらどうかという御質問でございますが、

この「うきは市子ども・子育て支援事業計画」につきましては、様々なこういう施策につきまし

ては、児童福祉分野だけでなく、様々な分野にわたる関係機関、団体と連携しながら施策を進め

るものでございます。また、いろいろ計画の進捗状況とか状況を見ながら実態を踏まえて、子ど

も・子育て会議の審議によって、必要に応じて施策の見直し等、改善を図っていきたいと考えて

おりますので、今回の御意見も子ども・子育て会議のほうに、今後こういった意見があったとい

うことを提案していきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 伊藤議員。

○議員（１１番 伊藤 善康君） ぜひともそれをお願いしたいと思います。

普通の家庭というとおかしいかも分からんばってん、普通のとこの子供はもう、部活も自分が

やりたいというスポーツ辺りをやってますが、我慢せにゃんとですね。親がやめとけと、金がか

かると言うたら。中には素質があって、物すごく将来性がある子供もおるかもしれません。それ

で、やっぱりみんな公平にその辺はできるようにしてやるとが、その支援の一番大事なところじ

ゃなかろうかと私は思っておりますので、ぜひともお願いします。

先ほどある程度、生活困窮者のとこで、収入で表したら大体どのぐらいになるとですか、年間。

○議長（中野 義信君） 髙木市長、答弁。

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから子供の貧困の定義の話がかなり出ております。この子供の貧

困の問題は我が国のみならず、全世界の共通的な大きな課題であります。そういう中で、子供貧

困率という定義があるんですけれども、そこには絶対的な評価と相対的な数値が示されているん
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ですが、今、世界各国では絶対的な子供貧困率というのがあります。ちょっと私も手元に資料を

持ってませんので、詳細には申し上げられませんが、ざくっといえば、世帯主というか、世帯の

年間所得の平均値の２分の１のさらに２分の１以下を子供貧困率と、こういうことで提示をされ

ております。

我が国は―ちょっと数年前でありますが、確か私の記憶によりますと１２％、これは国が

この数値をしっかり捉えておりまして、今、かなり浮き沈みが激しくなって、今日の新聞にも掲

載されていたんですが、コロナ禍にあって子供貧困率がかなり深刻になってきてると、しっかり

した対応が必要と、こういう報道がなされておりました。うきは市としては、その数値に置き換

えることはなかなか厳しいんですけれども、福祉事務所長が答弁してますように、実態に合った、

困っている家庭に手が届くような、そういう対応をしていきたいと、このように考えております。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 先ほどの貧困の大体どれぐらいの金額かというところですが、

先ほど相対的貧困のお話が出ましたけど、うきは市がどうこうではなくて、厚生労働省のほうが

出しています相対的貧困ということで、これは平成２８年の国民生活基礎調査から出ているもの

でございますが、一人世帯だったら所得が２４４万円、二人世帯で３４５万円、三人世帯で

４２３万円、四人世帯で４８８万円といった世帯人数別に日本の相対的貧困の基準となる所得と

いうことで出ております。収入に関しては、そこそこの諸事情がありますので、所得として出て

いる状況でございます。

以上です。

○議長（中野 義信君）

あまりいい質問じゃないですけど、先日ですね、工業学校の評議

員会とか卒業式に参列しました。その中で、子供というのは１７歳まででしょう。１８歳を越せ

ばもう、大人になりますね。ここで高校生の支援、不登校支援を書いていただいています。それ

と、９月に頂いた分かな。２月か、これは経済支援を書いていただいております。この経済支援

の高校生、例えば１年から３年生までおります。１・２年生は１７歳で、３年は１８歳になりま

す。その辺の違いのところを御説明できれば、よろしくお願いいたします。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） すみません、ちょっと質問の趣旨をよく理解できなかったとこ

ろなんですが、高校生の……。（発言する者あり）申し訳ありません。

○議長（中野 義信君）

高校生の不登校支援は書いていただいています。それと２月５日

に頂いたのは、これは経済支援を推進しますと書いていただいております。それで、この定義か
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ら言うと、１７歳までは子供と扱います、ですね。１８歳は大人です。この１８歳は入るのか入

らないのか。大人と計算というかな、数えられると思いますので、その辺をちょっとお聞きして

るんですけど。詳しいことが分からなければいいですけどね。その数字の仕方のところをお願い

します。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 高校生と書いている分については年齢に関係なく、高校在学中

の高校生というふうな御理解でお願いいたします。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。（「議長、所管として、ちょっと市長にお尋ねし

たいことがありまして」と呼ぶ者あり）この関係ですか。（「そうです」と呼ぶ者あり）はい。

（「委員会には市長はお出にならないので、確認したい」と呼ぶ者あり）要望ということでいい

わけですか。（「要望というか、確認です」と呼ぶ者あり）５番、岩淵議員。

○議員（５番 岩淵 和明君） 私が聞きたいことはですね、昨年に決めた、この子ども・子育て

支援事業計画の中に今回、新たに入れるわけですね。入れるページについて先ほど提案がありま

した。

それで、何人かの議員の方から御質問があったことを非常に気にかけておりまして、私自身も

そういうふうに気になったものですから、あえて市長にお尋ねしたい。それはなぜか、市長が必

ずこの巻頭ページを飾って、この事業計画の中身についてお言葉を発せられるわけですね。その

ことについて責任があるということになると、重要な課題だというふうに思ってますので、改め

てお尋ね。

中身はですね、今回の提案の追加の中身について、先ほど２番議員からもあったように、計画

と指標がないんです。これは、この計画の中身では、ほとんどの中身については計画と指標とい

うのをつくっておられるんです。これが一切ないことに、それをあえてこの中に入れるというこ

とでいいのかどうなのか。それを認めた上で提案されてるということでいいかどうかということ

が１点目。

それから２点目に、実は子ども・子育て貧困対策については、今回が２次ということになるわ

けですね。１次は最初で、ネットワーク形成事業という別の名称でなってましたけれど。これの

中に入れることによって、その対策がアップするのか薄まるのかということが非常に危惧される。

今回のこの提案の中身について言えば、さっきも言いました指標が、本当は必要なのに出され

ていないんですね。それは、ある意味で言うと、２番議員のお言葉から言うと教科書的だという

ことになるわけですけれど、それでいいのかどうか。先ほど企画財政の課長からは、総合計画で

するというふうにお話がありましたけれど、計画はやっぱり計画ですので、それを市長としてあ

えて認めた上で提案されてるということでよろしいかどうか。その２点についてお尋ねしたいと
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思います。

○議長（中野 義信君） ようございますかね。これは、どげんですか。委員会の中で今言った内

容を答えてもらうということじゃいかんわけですかね。市長が……。（発言する者あり）そうせ

んと、１つ……。（「……判断しにくい」と呼ぶ者あり）そいき、委員会の中で今言った内容が

分かっとるから、そこで担当なり市長なりに答えてもらうということでないと、なかなかほかの

委員会もちょっとありますからね。全てそげんなってくるといかんからち思いますがね。

そいきもう、一応内容は聞いたから、委員会の中で答えてもらうということでしないと、後が

どんこんされんとやないかなと、ですね。そういうふうに私は思いますが。（「ほかの議員

が……」と呼ぶ者あり）いやいや、ほかの議員ということやなくして、そうせんと、またほかの

ところでも、また市長にということになりますからね。ただ、直接言うてもろうとるから、答え

は委員会の中のほうがいいっちゃないかなというふうに私は思いますが。一応の内容は言うとり

ますから。（「議長が質問を許可しとるわけですから、それに対して市長が答弁するかどう

か……」と呼ぶ者あり）それを出らんなきということであったからね。出らんなきということだ

ったから、聞くとだけ聞いてもらって、後は委員会の中で答弁をしてもらうということのほうが

いいっちゃないですかね。直接もう分かっとるから。それは委員会の中で言うたっちゃあ、なか

なか分からんきですね。（発言する者あり）そうそう、例がでくるといかんと。（「だったらも

う、質問も許可せんごとしちょかないかん」と呼ぶ者あり）いや、一応ならもう、今度からしな

いということにしましょう、はい。（発言する者あり）１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） ちょっと気になっとったんですよ。結局、委員会には市長出ま

せんですよね。もう、この議案の根本の政策的な基本的なことは、市長が責任出してるんだから、

一応その場は、どっちの委員会があっても、それだけは認めるべきだというふうに日頃から思っ

てるんですよ。ですから、もうちょっと検討なさったほうがいいんじゃないですかね。この場は

これで終わって。（発言する者あり）

○議長（中野 義信君） いやいや、そいき、出らんから、言うたですからね。質問だけは、内容

は分かっとるから、もうちゃんとそこで、委員会の中で答えるということのほうがいいっちゃな

いかなと。（「検討段階で……」と呼ぶ者あり）どんなですか。休憩の動議が出ておりますから。

（発言する者あり）暫時休憩ということで。１０時２５分から再開します。

午前10時12分休憩

午前10時25分再開

○議長（中野 義信君） 再開いたします。

先ほど岩淵議員の質問につきましては、私のほうで基本的なことでしたので市長にということ
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で許可をしましたので、一応市長の回答を求めます。今後につきましては、こういった付託議案

については今回限りということにさせていただきたいということで、御了承をお願いしたいと思

います。申し訳ありませんでした。市長、答弁をお願いします。

○市長（髙木 典雄君） 先ほど２点の御質問をいただきました。

まず、子供貧困対策については、先ほどからお話しさせていただいてますように非常に大きな

課題であります。今日の新聞報道にもありましたように、コロナ禍にありまして、子供貧困の問

題が大きくまたクローズアップされておりますので、しっかり問題意識をもって取り組んでいき

たいと思っています。

そういう中に、今回、子供貧困対策を「第２期うきは市子ども・子育て支援事業計画」の中に

盛り込まさせていただこうという提案をさせていただいております。当然お認めいただきますな

らば、この計画はまさに子供貧困対策施策のバイブルですから、この計画に基づいてしっかり執

行をしていきたいと、このように思っております。

それからもう一つが、ほかの議員からも御指摘いただいてますように、目標、指標あるいはプ

ラン・ドゥー・シー・チェックのところがどうなってるかという御指摘であります。基本的には

こういう個別計画の最上位計画として、うきは市総合計画マスタープランを策定しておりまして、

大きく前期の５年と後期の５年、それから毎年毎年実施計画をして、ローリングをしていくとい

う作業をしている中で、実施計画で詳細な事業を打ち込んでおりますので、この子ども・子育て

支援計画についても、しっかり事業計画の中でもうたい込んでいきたいと、こう思います。

それから、個別計画の指標の立て方については、実は非常にちょっとあれなんですが、計画ご

とによってばらつきがあります。大半が指標を用いているんですが、一部指標がない個別計画も

ありますので、そこについては問題意識を持って、今後、個別計画の策定に当たって、しっかり

私自身、問題意識を持って検討させていただきたいと、このように思っております。

○議長（中野 義信君） ここで発言の訂正の申出があっておりますので、これを許可します。

２番、組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） ２番、組坂でございます。

先ほど私の質問の折に生活困窮者の線引きというような形で質問させていただきました。線引

きという言葉は不適切じゃなかろうかと思いまして、生活困窮者の概念をきちっと捉えたところ

で施策を実施していただきたいという旨で訂正をお願いしたいと思います。すみませんでした。

よろしくお願いしときます。

○議長（中野 義信君） それから１１番、伊藤議員からもお話があっておりましたので、今の件

はいいですかね。いいわけですかね。それでは２番、組坂議員から発言がありましたが、発言の

訂正ということで、それでよろしゅうございますかね。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） それでは、次に進めさせていただきたいと思います。ただいまの子ど

も・子育て支援の関係につきましては、質疑なしということでようございますかね。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） これで質疑を終わります。

それから、ここで住環境建設課長より発言の申出があっておりますので、これを許可します。

村岡住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 先ほど上野議員のほうから、うきは市耐震改修促進計画の中

で、板塀のほうも、うちのブロック塀の撤去の補助のほうに入るのかというところの御質問があ

りましたが、それにつきましては、撤去費補助金の交付要綱のほうに記載しておりますが、ブロ

ック塀等の定義でございますが、補強コンクリートブロック造、組積造の塀という形になってお

りまして、この組積というのが、れんがであったり石だったりというところで、板塀のほうは対

象外という形になりますので、そういう形で回答させていただきます。

以上です。

○議長（中野 義信君） それでは次に、議案第２１号うきは市地域振興基金条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。議案の朗読は省略します。

説明を求めます。企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） 議案書１４ページをお開きください。

議案第２１号うきは市地域振興基金条例の一部を改正する条例の制定について。

標記の条例案を別紙のとおり提出する。令和３年３月５日。うきは市長髙木典雄。

１５ページをお開きください。

うきは市地域振興基金条例の一部を改正する条例。

うきは市地域振興基金条例の一部を次のように改正するということで、その後、条文の記載が

ございます。今回の案件でございますが、さきの１２月議会で久留米広域市町村圏事務組合の規

約を見直し、久留米広域ふるさと振興基金を廃止して、その財産を処分する議決をいただいたと

ころでございます。

先月、２月２４日開催の久留米広域市町村圏事務組合の議会におきまして、令和３年３月

３１日をもって久留米広域ふるさと振興基金を廃止し、出資割合に応じ、関係市町に帰属させる

条例が可決をされたところでございます。それに伴いまして、うきは市への配分額は、債権と現

金合わせまして１億４,３２６万１,５６５円ということで通知を受けておりますが、そのうち

１億３,４９０万円が債権、具体的に言いますと国債の形で分配をされることから、今回、うき

は市地域振興基金条例の一部を改正し、経過措置として、分配された債権は分配を受けた時点で、
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この基金に属する旨の附則の条項を追加するものでございます。条例の施行日は、令和３年３月

３１日の施行となります。なお、今回の条例改正同様の改正をこの構成市のほう、ほかの久留米

市、大川市、小郡市についても同様に条例の改正を行っているものでございます。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第３号令和２年度うきは市一般会計補正予算（第１１号）を議題とします。

予算案の質疑については、歳出のほうから項ごとに担当課長より重点事項を説明していただき、

質疑に入りたいと思います。なお、給与等及び財源組替えのみの項目については、質疑のみを行

います。

まず、予算書について説明を求めます。企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） それでは、令和２年度補正予算書１ページをお開きください。

議案第３号令和２年度うきは市一般会計補正予算（第１１号）。

令和２年度うきは市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億９,０２１万

８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０２億１,５８１万

７,０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

繰越明許費の補正、第２条、繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」によ

る。

債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。

地方債の補正、第４条、地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。令和３年

３月５日提出。うきは市長髙木典雄。

続きまして、８ページをお開きください。

今回、コロナ関係と３月補正のコロナ支援も含めまして、非常に案件が多くなっております。

全部でこの追加分が４２件ございます。それで、説明はなるべく簡潔にいきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

最初に２款１項、庁舎管理費で１,１６６万円、西別館トイレ改修工事等で、変更に伴い年度

内完成が遅れる可能性があるため、繰越しを行うものでございます。
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２款１項、電子自治体推進事業３,１１３万円、コロナの影響により工事が遅れたため、繰越

しを行うものでございます。

２款１項、コミュニティセンター管理費３,３４４万８,０００円、コミュニティセンタートイ

レ改修工事等が、年度内完成が見込めないため、繰越しを行うものでございます。

２款１項、地方創生推進事業費２,０００万円、総合観光プロモーション事業委託料、フィル

ムコミッション事業の分がコロナの影響により事業執行できないため、繰り越すものでございま

す。

同じく２款１項、歴史環境検証事業６,５８８万円、屋形古墳群整備工事がコロナの影響で年

度内事業完了が困難なため、繰り越すものでございます。

２款１項、新型コロナウイルス感染症対策事業、高齢者施設等新型コロナウイルス感染症対策

支援金１,４９０万円、これからその下、３つ下、２款１項の未利用材活用型地域経済支援事業

費補助金等２７０万円までは、今回３月補正予算に計上しておりますコロナ支援の第６弾分で、

全額繰り越して実施をするものでございます。

８ページの一番下、持続化・経営革新事業支援補助金５００万円、これは国県の補助事業の上

乗せ補助をしている分でございますが、国・県も継続されるため、繰り越して実施するものでご

ざいます。

２款１項、新型コロナウイルス対策中小企業等経営安定支援金４,２９０万円、デジタルトラ

ンスフォーメーション促進補助金１,０００万円、３月補正予算に計上しておりますコロナ支援

第６弾分で、全額繰り越して実施をするものでございます。

２款１項、総合体育館備品購入費８３６万円、アリーナの筋力系マシーンがコロナの影響によ

り納入が遅れているため、繰越しを行うものでございます。

３款２項、一般保育所施設整備費１,４００万円、浮羽保育所のトイレ改修工事分で、年度内

完成が見込めないため、繰越しを行うものです。

３款２項、放課後児童対策費６,１２４万４,０００円、江南学童保育所新築工事、御幸学童保

育所改修工事分で、年度内完成が見込めないため、繰越しを行うものです。

６款１項、農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金１億４,３２７万７,０００円、昨年の

７月の豪雨災害及び台風１０号の被災分でございますが、被災箇所が多く、年度内に完了ができ

ないため、繰越しを行うものでございます。

同じくスマート農業推進化事業費補助金２,４４７万３,０００円、コロナ対策により需要が多

く、年度内に事業完了ができないため、繰越しを行うものです。

６款１項、耐震性点検・耐震化対策整備計画策定委託料９９３万７,０００円、ため池内の排

水時期が遅れたため、年度内に完了できないため、繰越しを行うものです。
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６款１項、ため池劣化状況評価業務委託料１５０万円、３月補正予算に計上しているもので、

こちらも全額繰り越して実施をするものです。

７款１項、臨時経済対策商品券発行事業費補助金５,２５０万円、３月補正予算に計上してお

りますコロナ支援第６弾分で、全額繰り越して実施するものです。

８款２項、道路維持補修費７,８００万円、令和２年災害復旧事業の箇所が多く、年度内に完

了ができないため、繰越しを行うものです。

同じく一般道路新設改良事業１億５,５８０万円、同様の理由で年度内に完了できないため、

繰り越すものです。

８款３項、測量設計委託料等１,６００万円、こちらも同様の理由により年度内に完了できな

いため、繰り越すものでございます。

９款１項、消防団詰所解体工事費３９０万円、これは第８分団の第２詰所、今、新築工事をし

ておりますが、完成が年度末になるため、解体工事が遅れるため、繰越しを行うものでございま

す。

１０款２項、学習系ネットワーク円滑化整備委託料８１５万５,０００円、３月補正予算に計

上しているもので、全額繰り越して実施をするものです。

１０款２項、小学校営繕費９１４万１,０００円、コロナ対策の網戸設置工事分ですが、入札

不調となり、年度内完了が困難なため、繰り越すものでございます。

１０款２項、千年小学校管理費１２０万円から１１ページの御幸小学校管理費１２０万円まで

は、３月補正予算に計上しておりますコロナ支援第６弾分で、全額繰り越して実施するものでご

ざいます。

１０款３項、学習系ネットワーク円滑化整備委託料、小学校同様に３月補正に計上しているも

のでございます。２３３万円繰越しをいたします。

１０款３項、中学校営繕費２９３万７,０００円、先ほどの小学校と同様の理由でございます。

１０款３項、吉井中学校管理費１２０万円、同じく浮羽中学校管理費１２０万円、３月補正予

算に計上しておりますコロナ支援第６弾分で、全額繰り越して実施するものです。

１０款４項、るり色ふるさと館管理費１５０万円、こちらも３月補正予算に計上しているもの

で、全額繰り越して実施するものです。

１０款４項、文化会館営繕工事費８１８万４,０００円、コロナの影響で当初見込みから工事

に遅れが生じ、年度末の完了が困難であるため、繰越しを行うものです。

１０款５項、妹川運動広場グラウンド営繕工事７４万３,０００円、こちらは文科省の公立社

会教育施設災害復旧費補助金の認定が３月中旬になる見込みで、年度内に完了できない見込みの

ため、繰越しを行うものでございます。
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１０款５項、総合体育館管理運営費１７３万８,０００円、コロナの影響で納品時期が当初の

想定より遅れたため、繰越しを行うものでございます。

１３款１項、特別会計繰出金１,６５９万９,０００円、自動車学校特別会計のトイレ改修工事

の分が年度内に完了できないため、繰越しを行うため、こちらの繰出金も合わせて繰り越すもの

でございます。

次に、１２ページをお願いいたします。こちら変更分は１件でございます。

４款１項、新型コロナウイルスワクチン接種事業、２月の専決処分の御承認をいただいた案件

でございます。３月補正予算に計上した３,２５１万４,０００円を追加し、２億４３０万

７,０００円を繰り越すものでございます。

続いて、「第３表 債務負担行為補正」でございます。変更は、高見団地建て替え工事関連の

２件となります。

８款４項、高見団地建替工事監理業務委託料、今回、歳出予算を３４１万９,０００円減額し

て、同額を債務負担行為限度額に追加し、８３９万３,０００円とするものです。

同じく、８款４項、高見団地建替工事費の分です。歳出予算を１億９４７万５,０００円減額

して、同額を債務負担行為限度額に増額し、４億９４７万５,０００円とするものです。この件

に関しましては、県のほうとの協議の結果によるものでございます。

続いて１３ページ、「第４表 地方債補正」でございます。追加分は３件です。

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業、限度額１,２４０万円。学校教育施設等整備事業、限

度額５９０万円。減収補てん債、限度額３,６３０万円。起債の方法、利率、償還の方法は、記

載のとおりでございます。

変更分は６件を計上しております。いずれも限度額を変更するもので、起債の方法、利率、償

還の方法に変更はございません。

公共事業等債は２９０万円を増額して、限度額を２,０７０万円とするものです。公営住宅建

設事業は６,１７０万円を減額して、限度額を２億５００万円とするものです。辺地対策事業は

４７０万円を減額して、限度額を３,９５０万円とするものです。緊急自然災害防止対策事業は

２,６９０万円を減額して、限度額を３,３１０万円とするものです。農林水産業施設災害復旧事

業は２,２９０万円を増額して、限度額を３,４００万円とするものでございます。公共土木施設

災害復旧事業は８１０万円を減額して、限度額を３億３５０万円とするものです。

増減の内容の詳細につきましては、歳入の２２款市債のところで説明をさせていただきます。

私からの説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、一般会計の給与等に関しての総括説明を求めます。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 総務課、中野でございます。よろしくお願いいたします。私から、

人件費の補正について御説明を申し上げます。

補正予算書５３ページをお願いいたします。

特別職の給与費明細書でございます。比較の欄でございますが、議員に係る給与費に減額がご

ざいます。詳細は１款議会費におきまして、議会事務局長が説明を行います。その他の特別職の

報酬は９０万円の減額でございます。３款民生費の地域ケア会議委員の減額によるものでござい

ます。

続きまして、５４ページを御覧ください。

会計年度任用職員の明細でございます。全体では職員数は３人の増で、報酬１万６,０００円、

職員手当８万２,０００円の増額、共済費は１７万４,０００円の減額でございまして、合計で

７万６,０００円の減額になっております。内容につきましては、歳出予算の中で所管より説明

をさせていただきます。

説明は以上になります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。給与等の説明につきましては、それぞれの担当課

による款項ごとの説明後の質疑の際にお願いしたいと思います。

それでは、１款１項議会費の説明を求めます。議会事務局長。

○事務局長（石井 良忠君） それでは説明をさせていただきます。最初に補正予算書の３０ペー

ジをお開きください。

１款１項１目議会費、１節報酬、議員報酬及び議員期末手当の減額です。佐藤茂和議員の死亡

に伴い、議員報酬の４か月分及び１２月期末勤勉手当の２０％額を減額するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１款１項の質疑を終わります。

次に、２款１項総務管理費の説明を求めます。担当課長は所管を述べ、順次説明願います。総

務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 総務課でございます。

２款１項１目一般管理費でございます。５節災害補償費に公務災害補償費２０万円を計上させ
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ていただいております。財源は、雑入に計上しております非常勤職員公務災害補償保険金を全額

充てるものでございます。うきはブランド推進課の会計年度任用職員が、うきは市民センター東

側駐車場で足を取られ転倒した際に、右足甲部分を骨折する公務災害が発生をしております。こ

れに係る療養補償費を計上させていただいたものでございます。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） ７目財政調整基金費、補正額１,２２６万４,０００円でござい

ます。基金運用益を基金に積み立てるものでございまして、財政調整基金が１８９万

８,０００円、それから地域振興基金は、基金の運用益としては６３万３,０００円ですが、これ

に加えまして、先ほど審議いただいた久留米広域市町村圏事務組合からの受入れ分が９００万円、

それから寄附の分が１０万円―歳入のほうでまた説明をいたします、の合計の９７３万

３,０００円を積み立てるものです。それから、振興基金が運用益６３万３,０００円をそれぞれ

積み立てるものでございます。

続きまして、うきはブランド推進課です。

２款１項８目企画費でございます。報償費４３０万円、役務費４３０万円です。これは２つと

もふるさと納税の関係になります。上の報償費は、ふるさと納税の返礼品の、ふるさと納税の増

額に伴う返礼品の増額でございます。下の役務費４３０万円につきましては、ふるさとチョイス

決済手数料と楽天サイトの手数料、それぞれ５％、８％あるんですが、それがふるさと納税の増

額に伴い大きく伸びたため、増額補正をするものでございます。

○市民協働推進課長兼男女共同参画推進室長（石井 孝幸君） 市民協働推進課、石井です。

９目地域活性化推進費、１９節の負担金、補助及び交付金では２００万円の減額補正です。地

域づくり活動費補助金１７０万円、それと、つばめの学校開催補助金３０万円の減額となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、活動が大幅に減少となったためになります。

続きまして、男女共同参画推進室のほうから、１２目男女共同参画推進費、８節の報償費では

３１万円の減額補正です。

それと１６目地方創生推進費、８節の報償費では５９万３,０００円の減額補正です。１２目、

１６目ともに新型コロナウイルス感染症の影響により、各種講座等が中止となったための減額補

正です。

○保健課長（原 廣正君） 保健課でございます。

１７目新型コロナウイルス感染症対策費、８節報償費、講師謝礼等２１３万円の減額補正につ

きましては、９月補正で新型コロナウイルス感染症防止策といたしまして、市内の希望する介護

事業所や障がい者施設に対し、感染症の専門家を派遣し、現地確認指導を行ってもらうための予

算といたしまして２７０万円を計上いたしておりましたが、その後、県内の感染拡大に伴い、相
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手方である福岡県看護協会等の派遣協力が得られない状況となり、事業の実施が困難となりまし

たので、予算を減額するものでございます。

続きまして、需用費、消耗品費１,９００万円の減額補正につきましては、秋以降の感染拡大

に備え、マスク、消毒液等の防護用品を購入するため３,０００万円の予算を計上いたしており

ましたが、マスク等の価格の下落による入札残を減額補正するものでございます。

○農林振興課長（石井 太君） 農林振興課、石井でございます。

１２節役務費、その他手数料２０万円でございます。こちらにつきましては、関連があります

ので１９節、３２ページの１１段目中ほどになりますが、未利用材活用型地域経済支援事業費補

助金に係ります手数料でございます。こちらにつきましては、主伐、間伐等で発生する未利用材

をできるだけ搬出をし有効活用することで、木材事業者等の支援を行うものでございます。費用

につきましては、１トン当たり２,０００円程度の補助金を、プレミアム付商品券の形で地域振

興券として発行するものでございます。こちらの２５０万円に伴います１２節役務費、その他手

数料となります。

以上でございます。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 生涯学習課でございます。

１８節備品購入費、総合体育館備品購入費１５万６,０００円の減額でございます。総合体育

館うきはアリーナの筋力系マシーン購入におきまして、入札残を減額するものでございます。

以上です。

１９節１,３４４万３,０００円の減額でございます。

中小企業・小規模事業者緊急支援金、これは２０％の売上げ減のセーフティーネット４号申請の

件でございますが、実績として７３８件、７,３８０万円を給付しており、事業が終わりました

ので、実績による減額補正でございます。

特別家賃支援給付金１,５９５万円の減額ですが、国の家賃補助に対する上乗せの給付になり

ますけれども、事業実績見込みによります減額補正でございます。現在８０件、６４０万円の支

出をしております。継続中でございます。

次のページ、３２ページをお開き願います。

コロナ対策サテライトワーク支援事業費補助金５０万円の減額でございます。事業実績見込み

による減額補正でございます。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 都市計画準備課でございます。

１９節新しい生活様式を用いた観光客誘致による地域産業支援事業補助金３０万円の減額補正

でございます。１月から２月にかけての緊急事態宣言の期間中、事業の実施を中断したことに伴

う減額でございます。



- 168 -

○農林振興課長（石井 太君） 農林振興課でございます。

５段目の製材品等流通対策事業費補助金６００万円の減額でございます。８月の肉づけ予算の

折に、コロナ等で流通が非常に消費が落ちた市内の製材品事業者等への支援を行ったものでござ

いますが、価格等の低下が大きくなかった部分等によりまして、減額を行うものでございます。

以上です。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） 次、交通事業者等感染拡大防止対策支援金、実績により６０万

円の減額でございます。

○学校教育課長（瀧内 教道君） 学校教育課です。

小中学校給食支援金４０万円の減額です。児童・生徒に対する支援策として、９月から１１月

の給食費を補助いたしましたが、その不用額を減額するものです。

うきはブランド推進課です。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金ですが、１０万円を限度にいろいろなコロナ感染

防止対策をされたところに支給しておりますが、現在の実績で６９３件、６,５４１万

７,０００円の支出をしております。事業実績見込みによる減額補正でございます。

○学校教育課長（瀧内 教道君） 学校教育課です。

修学旅行キャンセル料等支援金４５１万円の減額です。修学旅行が新型コロナウイルスの感染

蔓延等により、急遽中止となった場合のキャンセル料の支援費を補正しておりましたが、全学校

実施できましたので、全額を減額するものでございます。

○保健課長（原 廣正君） 保健課でございます。

１つ飛びまして、高齢者施設等新型コロナウイルス感染症対策支援金１,４９０万円の増額補

正につきましては、コロナの影響による施設の利用控え等で収入が減少している市内の介護施設

等への支援金でございます。市内７４か所の事業所に対しまして、サービス区分により１０万円

から３０万円の支援金を支給することといたしております。

以上です。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 福祉事務所でございます。

その下の障がい福祉事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援金５３０万円の増額補正でご

ざいます。３月補正予算資料の新型コロナウイルス感染症対策に伴う第６弾独自支援策の高齢者

施設等新型コロナウイルス感染症対策支援金で、先ほど介護事業所等と同じ理由のものでござい

ます。それで市内の事業所が入所施設、通所施設、計画相談事業所、それぞれ３０万円が入所施

設で１事業所、２０万円、通所施設２２事業所、１０万円の計画相談支援事業所６事業所の積算

で予算を計上しているものでございます。

以上です。
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うきはブランド推進課です。

新型コロナウイルス対策中小企業等経営安定支援金４,２９０万円です。これは昨年の支援給

付を受けた事業者７３８事業者に対して一律５万円、また昨年は未支給で、今回売上げ２０％の

減になった事業者及び新規創業者、予定４０事業者に対して１５万円を給付するものでございま

す。

その下のデジタルトランスフォーメーション促進補助金１,０００万円です。テレワーク等の

新しい生活様式に沿った勤務体制の導入や生産性向上、ＤＸ―デジタルトランスフォーメー

ションを推し進める意欲のある市内中小企業、小規模事業者を支援するため、最大１００万円の

助成を行うものです。補助率は事業費の４分の３、補助上限は１００万円で、予定数は１０事業

者です。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 福祉事務所でございます。

２０節扶助費、生活福祉資金新型コロナウイルス特例貸付利用者支援給付金６００万円の増額

補正でございます。３月補正予算資料の新型コロナウイルス感染症対策に伴う第６弾独自支援策

の市民生活支援給付金でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮して

いる家計への支援を行うため、生活福祉資金新型コロナウイルス特例貸付けを利用している方に

一律５万円を助成するものでございます。対象者は、給付金の申請時点で、うきは市に居住する

方で、生活福祉資金貸付制度による緊急小口資金、総合支援資金の特例措置の申請を令和３年

３月３１日までに行い、その決定を受けた方でございます。

○議長（中野 義信君） ２款１項の説明をそれぞれの担当課長からしていただきました。

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、組坂議員。

○議員（２番 組坂 公明君） ３２ページの高齢者施設等新型コロナウイルス感染症のところの

件でございますが、高齢者施設は７４施設あるということでありましたけど、市内に宅老所やら、

そういったのはあるのか伺いたいというとが１点と、この何ですかね、高齢者施設等新型コロナ

ウイルス感染症対策支援金、障がい者のほうと一緒なんですけど、施設以外で一人暮らし老人と

か、そういったとこというとは、そこら辺に支援の実態調査、必要かどうかはされているかを確

認させていただきたいと思います。施設以外の一般の家に住んじゃるところです。

○議長（中野 義信君） 保健課長。

○保健課長（原 廣正君） 先ほど申し上げました７４施設の中で、宅老所という位置づけの施

設については１か所市内にございます。

それから、施設以外の一人暮らしの高齢者等の支援につきましては、現時点では検討はいたし

ておりません。

○議長（中野 義信君） 組坂議員。
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○議員（２番 組坂 公明君） 承知しました。というか、そういったところというのは、何です

かね、社協やらから連絡やらというとはないのと、そげなん実態把握やらというとはせんとです

か。よくそこのところは分からんとですけどですね。おらんならいいんですけど、そういったの

がもしあるということであれば、そういったのを調査する手だてがありませんので、どうなのか

なという思いで質問したところでございます。

それから、扶助費ですかね、その下の６００万円ですね。特例貸付けを申請した人だけという

ことで、それすら、特例申請すら分からんやった人やらというとがおらんとかどうかがちょっと

気がかりで、もう、そげなんは把握しようがないというような形なのか、そこのところをお伺い

したいと思います。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 特例貸付けの広報につきましては、社会福祉協議会からと、そ

れからまたコロナ対策の支援センターのほうからも貸付制度については御紹介をしているところ

であります。社会福祉協議会に相談に見えた際には、必ずこのコロナ貸付けのほうを、本則のほ

うではなく、コロナ貸付けのほうに御紹介をして結びつけているような状況でございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） ７番、熊懐議員。

○議員（７番 熊懐 和明君） 今の組坂議員と同じ、市民生活支援の貸付け、されている方に一

律５万円の件でお伺いします。

私、この前にも意見交換会のところでお伺いしましたけど、貸付けしている人だけでなくて、

ほかにまだその手前で困っている人がいるんじゃないかなと。そこをどうかできないのかなと、

ちょっと質問してみました。いろいろ社協とかもお聞きして回りました。そこでちょっといろい

ろ出てきましたので、これは厚生文教のほうでまだ意見が出ると思いますので、その後、お伺い

してから市長にも質問させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いしておきます。

○議長（中野 義信君） １０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） ちょっと議長にお許しいただきたいんですが、今の１７節新型

コロナ、総務と文教のほうに、この全体のことでちょっとお伺いしたいんですが、よろしいです

かね。両方とも含めたところで。この枠内で共通する内容です。

○議長（中野 義信君） 総務と文教と……。

○議員（１０番 江藤 芳光君） もう、この１７節全体のとこです。

○議長（中野 義信君） はい。

○議員（１０番 江藤 芳光君） お尋ねしたいのは、御覧のとおり、予算ではもう、１億円事業

が２つ入ってます。それで、なかなか執行残が結構、数千万円単位であるのが２つ出てきます。
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これについて、ちょっと説明は幾つか耳にしてますけど、総合的にやっぱりこれだけのコロナ禍

においての、結果としてですね、これだけの執行残ができたことについて、企画財政課長でもど

ういう結果なのかを御答弁いただきたいんですが、まずは。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） ただいま江藤議員の御質問ですけども、確かにコロナの関係で

各種イベントなり、コロナの支援事業についても、当初の想定よりか実績で下回っている分はご

ざいます。これ、それぞれ所管のほうが一所懸命頑張って推進して、最終的にこういう実績にな

っております。この分は、コロナの今、第６弾も提案させてもらっておりますけれども、そうい

った財源のほうにも充てながら、コロナの支援のほう並びにほかの―特にコロナの分が、こ

の１７目はコロナの感染症対策費ということでございますので、こちらの分につきましては、で

きるだけ次の対策のほうに活用というか、いうことで考えております。

いろんなコロナの影響で非常に残が出てきている部分はもう、ちょっとこういう緊急事態でご

ざいますので、そこら辺は致し方ないのかなということで考えております。

○議長（中野 義信君） 江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） この緊急の対策ですから、理解はできます。なかなかこれを予

測するのが非常に難しい面も理解した上での質問ではありました。

それで、ちょっと確認したいのは、この臨時交付金、コロナに関する地方創生交付金、これは

一応この事業を国のほうに認めていただいて、あと、こういう執行残が余っても、その枠内でい

ろんな運用ができるんだろうと思うんです。そして結論は、もう今年度の決算をもって精算をし

て、これに残があれば国のほうにお返しするという手続だと思うんですが、確認の意味で、簡単

で結構ですけどお願いをしたいと思います。

○議長（中野 義信君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） コロナの支援金、国のほうからこれまで―２月にまた追加

の分が入りまして、９億円近い金額が入ってきております。これにつきまして、令和２年度でで

きる分は令和２年度でやって、今回、繰越しのほうも認めていただければ、そちらのほうでまた

使っていきたいと考えておりますし、また令和３年度に第６弾も、令和３年度当初予算分も控え

ておりますので、そちらのほうにも国のほうの本省繰越しの予算で確保するようにしております

ので、極力うちのほうの一般財源をなるべく使わなくて済むように、そういった財政運営に努め

ていきたいと考えております。

○議長（中野 義信君）

井上課長にちょっとお聞きしますがね、これ、１８節１５万

６,０００円のこれ、入札減とおっしゃいましたね。これ、山崎課長がおっしゃった繰越明許の
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中の８３６万円、これのうちの入札の金額が下がったということですかね。

○議長（中野 義信君） 井上課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 予算額が８５１万６,０００円でございまして、入札で

８３６万円に下がりましたので、その残りの１５万６,０００円を減額するものでございます。

○議長（中野 義信君）

ありがとうございます。分かりました。

例えば、業者と年度を越しての繰越しになってますので、契約書とかはもう、早速お作りにな

っていますかね。例えば、年度が変わって金額が上がったとか、そういうとが後で出てきて、ま

た補正に上がるとか。確実に入札が終わった時点で契約が終わっているかどうかをちょっとお聞

きします。

○議長（中野 義信君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） すみません。ちょっと契約書のことが今、資料がないので確認

しておりませんけども、備品の納入に関しましては、もう契約が済んでいると思っております。

それで、この筋力系マシーンが、サイベックスという会社のマシーンになっております。アメ

リカ製でございますので、アメリカでまたほかのところに受注生産というふうにされてるんだと

思いますけども、その備品の納入が輸出入の関係が厳しくなっておりまして、それで搬入が遅れ

ているということでございます。３月から延びますので、その分は変更契約という形をしなけれ

ばならないと思っております。

○議長（中野 義信君）

今、輸入で遅れているということになると、やっぱり輸入関係に

なると金額が変わってくると思うんですね。多分、増減が出ると思います。それはまた次の補正

で上がると思いますので、その辺、確かめといてください。お願いします。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１３番、佐藤議員。

○議員（１３番 佐藤 裕宣君） １３番、佐藤です。ちょっと個別のことでブランド推進課長に

お尋ね。

お尋ねしたいのが、新型コロナウイルス対策中小企業等経営安定支援金のことですね。これの

申請のことについてなんですけど、前回１０万円で皆さん申請して、そして１０万円振り込んで

たというところなんですけど、またこれ、新たな申請というのが必要なのかということと。

あともう一点が、こちらの資料では１５万円掛け４０事業者（新規事業者）って書いてますけ

ど、先ほどの説明では、前回受けていない人ももらえるという説明がありましたけれども、既存

の事業者で前回受けていないところも新規事業者にプラスして１５万円ということなのか。そこ

ら辺のちょっと確認をさせてください。お願いします。
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○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

１点目の中小企業等経営安定支援金の申請の仕方な

んですけども、できるだけ簡略にはしたいと思っておりますが、申請書と口座名の確認とかをす

る予定にしております。

２番目の、昨年受けてない方で２０％減になれば、当然コロナの影響でなれば、その方も昨年

受けてませんので、新規の方も２０％減下がらないことには対象になりませんので、そういう形

で進めさせていただく、同じようなレベルで進めさせていただきたいと思っております。

以上です。

○議長（中野 義信君） 佐藤議員。

○議員（１３番 佐藤 裕宣君） じゃあ、新たに申請はまた必要だというところで。はい、分か

りました。ありがとうございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで２款１項の質疑を終わります。

次に、２款３項戸籍住民基本台帳費の質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで２款３項の質疑を終わります。

次に、３款１項社会福祉費の説明を求めます。担当課長は所管を述べ、順次説明を願います。

保健課長。

○保健課長（原 廣正君） 保健課でございます。

３款１項３目老人福祉費でございます。８節報償費２８０万５,０００円の減額補正でござい

ます。内訳といたしまして、敬老祝金４１万円、敬老会謝礼２３９万５,０００円の減額となっ

ておりますが、敬老祝金については、本年度の対象者への支払いが完了いたしましたので、予算

残を減額するものでございます。敬老会謝礼につきましては、決算見込みにより減額でございま

す。今年度はコロナの影響で、多くの地区のほうで敬老会自体を実施せずに記念品の支給だけで

終わっているところがほとんどでございます。

続きまして、２０節扶助費、高齢者ふれあい入浴補助給付費３００万円の減額でございます。

決算見込みによる減額でございますが、昨年度に比べまして、やはりこれもコロナの影響で利用

枚数３分の２程度に落ちております。

以上でございます。

○市民生活課長（白石 孝博君） 市民生活課でございます。３目老人福祉費の中に市民生活課分

がありますので、説明させていただきます。
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１９節負担金、補助及び交付金１,３９９万４,０００円の減額となります。後期高齢者医療給

付費負担金でございます。広域連合に支払う医療費のうち、市の負担分でございます。医療費の

１２分の１を負担するものでございます。

それから、続きまして５目人権・同和対策費、補正額４２万６,０００円の減額です。内訳と

しましては、９節旅費でございます。こちらは人権教育啓発推進委員の研修がコロナの影響によ

り開催ができなかったことによる減額でございます。

以上です。

○保健課長（原 廣正君） 続きまして、８目介護保険対策費、１９節負担金、補助及び交付金

３,４６３万円の減額補正でございます。福岡県介護保険広域連合負担金の額の確定による補正

でございます。

続きまして、９目地域支援事業費、１節報酬、地域ケア会議委員報酬につきまして、新型コロ

ナの感染拡大防止のため、予定しておりました会議の多くを中止いたしましたため９０万円を減

額するものでございます。

続きまして、８節報償費、介護予防事業協力謝礼について７５万円の減額補正を計上いたして

おります。市内の各地域で開催をしております介護予防事業のサポーターとして参加いただいて

いる方に対する謝金でございますが、当初予算で１回当たり１,０００円、１,８００回分を予算

計上しておりましたが、新型コロナによる外出自粛により、集いの場の開催数が大幅に減少した

ため、１２月補正で４５０回分減額補正をいたしておりましたが、今回、再度７５０回分を減額

補正させていただくものでございます。

続きまして、１３節委託料５８万６,０００円の減額でございます。緊急通報体制等整備事業

委託料、決算見込みにより３０万円、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料、事業を完了い

たしましたので、執行残２８万６,０００円を減額するものでございます。

続きまして、１９節負担金、補助及び交付金、地域介護予防活動支援事業費補助金１００万円

及び通所型サービスＢ運営費補助金７６万円、いずれも決算見込みにより減額補正を行うもので

ございます。

続きまして、２０節扶助費、家族介護継続支援事業、紙おむつの支給事業でございますが、決

算見込みにより１５０万円を減額補正するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） ３款１項の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで３款１項の質疑を終わります。
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次に、３款２項児童福祉費の説明を求めます。市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） ３款２項３目子ども医療対策費でございます。補正額

１,２７５万円の減額となっております。内訳としては、１２節役務費７５万円の減額、これは

審査事務手数料分でございます。実績見込みにより減額するものでございます。

それから、２０節扶助費１,２００万円の減ということになっております。こちらについても、

実績見込みにより減額するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） ３款２項の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで３款２項の質疑を終わります。

次に、３款３項生活保護等対策費の説明を求めます。福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 福祉事務所でございます。３６ページをお願いします。

３款３項２目扶助費５,５５０万円の減額補正でございます。内訳は生活保護の生活扶助費等

２,３５０万円、医療扶助費３,０００万円、施設事務費２００万円で、それぞれ実績見込額に伴

う減額でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、伊藤議員。

○議員（１１番 伊藤 善康君） 生活保護費、コロナで増えとるとじゃなかろうかと思いました

が、かなり減ってますが、その辺の説明をお願いします。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 生活保護につきましては、昨年度３月末時点で３０７世帯、今

年の１月で３０５世帯というような状況で、そんなに増減はないところでございます。その減額

の理由でございますが、生活扶助費につきましては、月に約５,０００万円から６,０００万円の

扶助費の支払いをしておりますので―５,５００万円ぐらいは、そういった５,０００万円、

６,０００万円の支払いを行っているような状況でございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 伊藤議員。

○議員（１１番 伊藤 善康君） 今んと聞いたばってん、よう分かりません。ただ、最初見込み

で多めに取っとったということですか。それで実績がこれだけやったということですか。

○議長（中野 義信君） 福祉事務所長。

○福祉事務所長（末次ヒトミ君） 扶助費につきましては、少し余裕をもって予算を組んでおりま
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すので、実績のほうが見込額より下がったということで、少し多めに組んでおります。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで３款３項の質疑を終わります。

次に、４款１項保健衛生費の説明を求めます。保健課長。

○保健課長（原 廣正君） 補正予算書３７ページをお願いいたします。

４款１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、１３節委託料２７０万円の減額につきましては、

妊婦一般健診委託料の決算見込みによる減額でございます。

続きまして、２目予防費でございます。まず、先に１３節の委託料のうち、予防接種委託料

３００万円の減額補正を計上いたしておりますけれども、こちらのほうから御説明をいたします。

６５歳以上の高齢者の季節性インフルエンザの予防接種について、今年度は自己負担額を県が全

額負担することとなりましたことから、接種増を見込んで、１２月補正で３,０００人分の予算

を増額いたしておりましたが、接種者数の合計が最終的には昨年度より２,０００人多い約

７,３００人となりましたので、当初、補正で３,０００人増額いたしておりましたけれども、予

算残が出ましたので３００万円を減額するものでございます。

それから、そのほか２目の予防費の１節報酬から１８節備品購入費までの増額補正につきまし

ては、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る予算でございます。今回のこのワクチン接種

事業は、市町村にとって初めての事業でございまして、２月５日に専決処分をいただきました補

正予算を含む段階では、まだ具体的な集団接種の日数も決まっておらず、接種に係る人件費、そ

れから、会場機材などの必要経費の詳細が把握できない状況でございました。予算についても大

まかな積み方となっておったのが現状でございます。

その後、やはり当初の補助金の上限額では、なかなか接種するには予算が足りないという要望

が数多く出ておりまして、国のほうから補助金の上限額の上乗せが示されて、今回、うきは市に

ついても上限額が上乗せをされたところでございます。そこで、その後、うきは市のワクチン接

種事業の体制も徐々に決まっていくに従いまして、不足する予算、それから追加で必要となる予

算が出てまいりましたので、今回、この３月補正で合計で３,２５１万４,０００円の増額補正を

計上したところでございます。

説明は以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで４款１項の質疑を終わります。
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次に、６款１項農業費の説明を求めます。農林振興課長。

○農林振興課長（石井 太君） ３８ページをお願いいたします。

６款１項３目農業振興費１,５５８万円の増額でございます。中身につきましては、１９節

１段目の農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金、昨年７月豪雨及び台風１０号等に伴います

農業者支援でございます。１２月で補正予算をお願いしておりましたけれども、豚舎等の撤去費

用が対象になるということでございましたので、今回その分の増額を行うものでございます。

１,１９４万６,０００円でございます。

２段目のスマート農業推進化事業費補助金、県のコロナ対策でございます。こちらにつきまし

ても、追加の事業要望等がございましたので、トラクター等の要望を追加でお願いをするもので

ございます。金額は３６３万４,０００円でございます。財源につきましては、全て国・県の補

助金となっております。

５目農地整備計画費、マイナス１,１２７万８,０００円でございます。１９節中山間地域等直

接支払交付金、本年度から５期対策、令和２年度から令和６年度がスタートいたしましたけれど

も、これまでの３５地区が３つ減少いたしまして、３２地区のスタートとなっております。また、

対象面積につきましても、それぞれの地域で若干の減少があるというふうなことで、実績に伴い

ます減額となっております。

続きまして、７目農地費５６８万５,０００円の増額でございます。内訳につきましては、

１３節委託料、ため池劣化状況評価業務委託料、３か所のため池等を県の事業で点検実施をする

ものでございます。５０万円掛ける３か所で１５０万円でございます。

１９節でございます。県営農村総合整備事業費負担金、こちらにつきましては、ため池等の整

備に係る市の負担金を計上するものでございます。１３節、１９節共に当初予算の要求を計画し

ておりましたけれども、国の補正予算の予算がついたということで、今回補正でお願いをするも

のでございます。

続きまして、８目耳納山麓開発費、マイナス１００万円でございます。内訳につきましては、

１９節上段の農業競争力強化基盤整備事業費負担金４００万円でございます。こちらにつきまし

ては、大野原地区の畑地かんがい事業の負担金でございます。こちらにつきましても、国の補正

予算の措置ができたということで、急遽３月の補正でお願いをするものでございます。下段の県

営土地改良事業実施計画費負担金、マイナス５００万円、こちらにつきましては、畑かん事業の

大野原ではない鷹取、それから久留米市の石垣辺りのところで計画等、実施をしておりましたけ

れども、調整等がつかずに来年度改めて負担金を要望するところで、今回減額をするものでござ

います。

説明は以上でございます。
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○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。３番、野鶴議員。

○議員（３番 野鶴 修君） ３番、野鶴です。予算には直接該当するかどうかというのはある

かと思いますけど、５目の農地整備計画費、中山間地域等直接支払交付金であります。うきは市

の農業の状況を見たときに、やっぱり荒廃農地対策ということが、非常に農地が荒廃化している

ということであっております。この中山間地域等直接支払交付金、この事業を推進することによ

って、相当数の荒廃農地が今、防げているんではないかというふうに私自身感じております。今

回、３５地区が３２地区のほうに減少したと。３地区は、なかなかこれは申請事務とか、いろん

な部分でめんどくさいからなかなかやりたがらない部分もあるかと思いますけど、これをこのま

ましておけば、ますます荒廃農地というのは進んでいくんではないかなというふうに危惧してお

ります。そういった面において、市としてこういったやめた３地区、そういったところに対して

どのように今後手だてしていくのか。そういった方針なりがあれば、お聞かせ願いたいと思いま

す。

○議長（中野 義信君） 農林振興課長。

○農林振興課長（石井 太君） まず、先ほど３地区が減少したということで、１地区につきま

しては、小塩地区のほうで合併をしたということで１つ減った形になっております。あと田篭地

区のほうで、なかなか地域のお世話をする方々の調整がつかないという地域につきましては、他

の地域がそちらの農地もお世話をできないかということで今、事務的な調整を行っているところ

でございます。ただ、いずれにいたしましても、対象地域が減少している状況がございますので、

いかに減少していく地域を緩やかな形にしていくかということについては、これからも尽力して

いく必要があるというふうに思っております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで６款１項の質疑を終わります。

次に、６款２項林業費の説明を求めます。うきはブランド推進課長。

３９ページになります。

林業振興費３８万５,０００円の減額でございます。森林セラピー推進事業で、コロナの影響

で事業実施ができなかったため、宣伝広告料を全額減額補正するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで６款２項の質疑を終わります。

次に、７款１項商工費の説明を求めます。担当課長は所管を述べ、順次説明を願います。都市

計画準備課長。

○都市計画準備課長（緒方 寧君） 都市計画準備課でございます。

７款１項２目商工業振興費、９節旅費４０万円の減額補正でございます。新型コロナウイルス

の影響により、企業誘致活動が実施できなかったために伴う減額補正でございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

１９節、臨時経済対策商品券発行事業費補助金

５,２５０万円でございます。予算規模は販売額総額３億５,０００万円、プレミアム率は２５％

で、県が２０％を超える場合は１０％補助をするということで、県が１０％、市が１５％でござ

います。緊急事態宣言による消費の落ち込みを下支えするため、前回と同じくプレミアム率

２５％の商品券を発行し市民生活の支援を行うとともに、地域経済の活性化を図りたいと考えて

おります。

先日の全協で、私のほうで説明した内容で一部変更がございます。紙発行分につきましては、

市民の方でしか買えませんということは変わっておりませんが、１世帯の購入限度額を、１世帯

が今まで３０万円を２０万円にするという、１人２０万円は変わらず、３０万円から２０万円に

するという説明をしましたが、この部分が少しさらに商工会と詰めた協議をした中で改善をしよ

うということで、１人の限度額を１０万円ではなく５万円までと、１世帯の枠は取り払いまして、

１人とにかく５万円までを、そうすれば、前回３,０００人ぐらいの方が購入してましたけど、

そのときに大変な抽せん漏れが半分起きたのが防げるということで、限度額を５万円までにする

ことで今、商工会と詰めの協議を行っているところでございます。

続きまして、３節委託料３００万円の減額でございます。マイクロツーリズム実証実験事業委

託料、この事業につきましては、十分コロナ感染の状況を見て判断することとしておりました。

国の緊急事態宣言が延長され、人の往来を促す事業を実施する環境にはないと判断し実施しない

ため、全額減額補正するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） お尋ねいたします。

プレミアム付商品券の件ですが、先ほど前回は約３,０００人の方が購入したということでし

たが、今回、同じようなことをしても若干増えるかなという気はいたしますが、市民全員にはな
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かなか行き渡らないのではないかというふうに思っています。前回、全協のほうでもいろんな意

見を言ったわけですけれども、本当に生活が困窮してある人たちが買える金額というのが、

１０万円から５万円に下がったということですけれども、それでできるというような判断をされ

ているのか。そして、何人ぐらいを購入予定と考えてあるのか、お尋ねいたします。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

今回１０万円から５万円になりましたから、対象人

数は倍になるんですけども、基本的には今年度行いましたプレミアム商品券２５％の抽せんで、

半分外れるのをまず防ぐための措置でございますし、これは希望者があってのことなんで、例え

ば、令和元年度に子育て世代の方と高齢者、低所得者というか、そこで同じく２５％を国の制度

で２万５,０００円で５,０００円の同じ２５％を実施しました。しかし、希望者は物すごく少な

くて、この商品券自体はある程度１０万円とか２０万円とか、ある程度ないと消費喚起にならな

いというのは通説でございます。

商工会としても、できるだけ外貨も稼ぎたい、消費も上げたいという意思の下で市に協力して

いただいておる中で、じゃあ、２万円とか５,０００円とか、だからといって売れるものではご

ざいませんし、効果的なものは、商品券の効果を上げるためには、ある程度の金額を配って、皆

さんが関心を持って購入していただく。全員という発想は、希望者を今現在、希望された方には

行き渡るような形で進めてまいりたいと思っているし、全員が希望するというふうには、今まで

もそういう制度設計にはなっていないところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 前回の全協の折にもプレミアム率１００％の―多分東海市だ

ったと思いますが、その例を挙げて質問いたしましたが、その件については調査をされたわけで

すか。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

東海市が全市民に５,０００円とかいうプレミアム

率をつけたという話は聞いておりますが、プレミアム率を上げれば上げるほど、行き渡る人が少

なくなるし、それだったら、１００％でしたら現金を配ったほうが早いのではないかとか、いろ

いろな議論をさせていただいた中で、商工会と打合せする中で、市ともこれがよかろうというこ

とで今、話合いを進めているところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） 私が紹介したのは、１００％でもあり、なおかつ限度額が１人当
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たり５,０００円ということで、５,０００円で１万円の分ということでの僕は紹介をしたという

ふうに思っています。

したがいまして、令和元年度子育て世帯や高齢者に対して、２万５,０００円で５万円が、希

望者が少なかったということですけれども、それと若干似てますけど、そもそもの単価が、例え

ば５,０００円で１万円ということになりますと、うきは市の人口約３万人と計算し、なおかつ

若い人については５,０００円が１万円を２万円という形で計算していけば、３億５,０００万円

の分が消化できるのではないかというふうに考えています。したがいまして、プレミアム率が

１００％になったから行き渡る人が減るということはないというふうに考えていますが、その辺

はどのようにお考えなんですか。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

この商品券事業は、あくまで消費を喚起するための

施策でございますので、５,０００円もらえるから、じゃあ、皆さんが全員手を挙げますという

わけではございません。その実績が令和元年度の２.５万円で５,０００円つきましたけれども、

実際は人気がなくて希望者も少ないと。

商品券につきましては、先ほども説明したように、消費を喚起することでございますので、あ

る程度のプレミアム率で広くするためには１００ではなくて、ある程度の、あと近隣市町村等も

ございますが、ある程度の、今までは１２％でしたので、その倍以上の金額を予算化しておりま

すので、ここに対しては、いろいろ議論を伺った感じでは、そういう１００％の要望というのは

今のところ上がってきてないところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。３番、野鶴議員。

○議員（３番 野鶴 修君） プレミアム商品券の関係につきましては、先ほど課長の答弁にあ

りましたように、やっぱり消費喚起ということがあるかと思いますので、困窮者に対する手だて

ということではございませんし、２５％のプレミアム率というのが、例えばこれがコロナが収ま

ったときに２０％とかにしたときに、また人気がなくなるとか、そういったいろんな経過もあり

ますので、私としてはこの２５％でいいと思っております。

ただ、その中で、先ほどの説明の中で、紙発行分が市内のみということでありました。ただ、

３億５,０００万円のうち、幾らを紙発行分にするのか。後残りは、じゃあ、カードというか、

デジタル化するのかというところ、ここら辺の説明があっておりません。新聞では、デジタルが

２億円で紙発行分が１億５,０００万円というふうな新聞の中で報道されております。そこら辺

がどういうふうに変わっていったのか。そこら辺をまずお尋ねしたいというふうに思います。

例えば、紙発行分でも市外からの、要するに外貨が欲しいということであれば、枠を広げると
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いうなり対策の方法はあるかと思いますので、やっぱりデジタルになると使い勝手が悪い。特に

高齢者とかについては、デジタルは対応ができないというふうな問題。これも全協の中で指摘し

ていたというふうに思いますので、そこら辺の検討の余地はあるんではないかなというふうに思

っております。そこら辺の回答をお願いしたいと思います。

それと１３節の委託料、マイクロツーリズム実証実験ですけど、結局１２月のこれを補正で上

げたときに、今の時期にこういったことをやっていいのかというのは再三、私も個人的に指摘し

たというふうに思っております。結果的にはやっぱりできなかった、落としましたというふうな

ことで、ここら辺がコロナ対策に関する捉え方というのがどうしても、これだけ予算は全部落と

すということは、やっぱり本当にあの時期、この事業が必要だったのかということを、やっぱり

反省していただくべきではないかなというふうに思います。

そういった意味で、今度、当初予算のほうにも相当上がっております。また、その中でいろい

ろ意見は出したいとは思いますけど、今、本当に望まれているコロナ対策としてやるべきこと、

そういった部分が若干ずれてきたんではないかなという気もしますので、その辺どういうふうに

考えているか、その２点についてお尋ねしたいと思います。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

１点目は、プレミアム商品券の詳細についてですが、

このプレミアム商品券は、今年度から県の補助を頂いて、キャッシュレスも導入するということ

で、よその地域にはない取組をしてます。それは県の後押しがあってるところでございますので、

その流れにつきましては、恐らくよその市町村もキャッシュレス化の流れは出てくるものと思っ

ておりますし、よくみやま市さんとかがペイペイとかをやっているのが、その流れだと思ってい

るところでございます。

それで、紙につきまして、市内で購入できる額は１億５,０００万円を想定しております。キ

ャッシュレスの分が２億円を想定しております。１億５,０００万円分が外貨を稼げないという、

商工会会員としては、できるだけ外貨を稼ぎたいというのがやまやまでございますので、その分

は２億円のキャッシュレスのほうで、市外も買えますので、そちらのほうで対応していきたいと

思いますし、今年度のまだ概算なんですけども、紙の分は７４％が市内が購入されて、キャッシ

ュレスの場合は、市内が６７％ということで外貨を稼ぐような流れになっております。キャッシ

ュレスの取扱いが少ないのではないかという以前の御指摘もありますが、それにつきましては県

との方針も、商工会としてもできるだけキャッシュレス化を進めて、手数料の関係がございます

が、キャッシュレス化を進めて、有効な手だてになるように考えていきたいと思っております。

また、次の委託料のマイクロツーリズム実証実験事業委託につきましては、御指摘のとおりで

申し訳ないと思っておりますが、あの時点では、私たちが想定したのは、９月からこの事業の企
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画をしておりましたが、２月の当初には緊急事態宣言が終わるというような見込みもちょっと持

っておりました。甘い見込みだったといえば申し訳ないと思っておりますが、それ以降、あと筑

後吉井ひなまつりがございますので、あそこでできるだけの経済回復ができないか、今、夜の分

科会を振興するようなイベントもしていったらいいなということを想定しておりましたが、何分、

今、会食が駄目、夜９時以降は駄目ということになりましたので、私たちとしては十分検討しな

がら起案をしてきたところでございますが、そういう結果になったことは物すごく遺憾と思って

おります。今後ともそういう状況を見極めながら、企画をしてまいりたいと思います。よろしく

お願いいたします。

○議長（中野 義信君） 野鶴議員。

○議員（３番 野鶴 修君） ちょうどいい時間になっておりますので、じゃあ、最後にもう一

点。

先ほどのプレミアム商品券の関係です。キャッシュレスを増やせということではなくて、キャ

ッシュレスをやっぱり減らすべきじゃないかというふうな意見です。全協の中で出ていたのは、

確かにキャッシュレスは便利はいいかもしれませんけど、うきは市内においては使える店が少な

いという意見が出されてたと思います。だから、キャッシュレスで使おうと思っても、なかなか

使い勝手が悪い。さらには、高齢者の方がキャッシュレスで申し込みたいと思っても、なかなか

どうやってしていいのか分からないということで、キャッシュレスの場合は非常に、最初募集を

かけたときになかなか全額売れてないと。

前回最初にやったときには、紙ベースが２億円、キャッシュレスが１億５,０００万円でやっ

て実施したと思います。そういったことを踏まえて、今回も逆に言えば紙ベースを２億円、キャ

ッシュレスを１億５,０００万円、逆に言うと紙ベースも市外が買えるというふうにすれば外貨

は稼げるわけですので、もっと皆さんが使いやすいということを、どっちのほうが使いやすいの

かということを、確かに紙ベースは手間暇が要る部分もあるかもしれませんけど、やっぱり事業

を推進していく中においては、そっちのほうが便利がいいということであれば、そういうふうに

皆さんが、市民の皆さんにとってどういった形が使いやすいのか。キャッシュレスでまだ若い人

ぐらいしか使えないという気もします。

だから、そういった部分をもう少し検討すべきじゃないかなと。この予算自体は反対しません

けど、その利用方法というか使用方法、もうちょっと検討の余地があるんじゃないかなというふ

うな気がしております。よろしくお願いします。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

高齢者の方には、キャッシュレスはなかなか難しい

のではないかということなんですが、スマホで簡単にできるんですよね。仕方さえ覚えればそん
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ういうのに変えていかないと、コロナ禍に向かって、じゃあ、今までどおりです、紙ですという

のでいいのかというのも含めて検討はしておりますが、できるだけコロナにも対応したようなこ

ともやっていかなきゃいけない。飲食店もじゃあ、１００％戻るのかといっても、戻るかどうか

も分からない。

できるだけ、若い人が残らない町はなくなりますから、そういう若い人への対応もしていかな

ければならない。若い人が地域密着になってほしいという希望もありますので、その辺は検討し

てまいりたいと思いますが、できるだけ事業としてはそういうような形で前を向いていきたいと

思っているところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 野鶴議員。

○議員（３番 野鶴 修君） ３回目です。まず最初の感覚が違うんですよ。スマホで簡単にで

きますと。課長はそういうふうに言います。それは扱い慣れた人はそうだと思います。ところが、

じゃあ、スマホを持っている人がまずお年寄りでどれだけいるのかということからあるんですよ。

だから、そこの感覚が既にずれているんですよ。自分が使えるから、簡単ですよ、こうこうすり

ゃあいいですよって。その感覚で皆さんがこの事業を進めようとするから、それが間違っていま

すよと。使えない人がいっぱいいるということをもう一回理解をしてもらいたいと思います。

それと、先ほど言いましたように、逆に今度はお店のほうが、対応できるお店が少ないという

ことがあるんですよ。紙ベースであれば、そういったキャッシュレス決済しなくてもいいところ

がいっぱいあるわけですけど、そういった機械をお店も入れていかなければいけないと。そうい

う対応が少ないうきは市で、キャッシュレスで買ったら使える店が何軒かしか使えないと、こう

いう話も全協の中で前回出たと思います。そういった実態もちゃんと調べて、その中でこれをや

っていくのかということを言っているわけです。

予算に反対しているわけではありません。この事業そのものについては賛成しております。た

だ、もっと有効的な利用の仕方があるんじゃないかということです。３回目ですのでいいです。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

私は５９なんですけども、何歳の方がスマホを持っ

ているかというか、結構今、スマホ教室とか、福岡市とかもスマホの支援とかやっておりますの

で、できるだけそういう方向性は向いてはいきたいと思っています。そうしないと生き残れない

のじゃないかなという危機感もございますので、議員からの御意見とかは、内心は重々分かって

いるんですが、施策としてはなかなか方向性を見出すためには、こういう方向性が必要だという

ことで、議員の御意見も重々検討してまいりたいと思っております。
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以上でございます。

○議長（中野 義信君）

新聞にも載っておりましたので、この紙ベースとデジタル、こ

れを言うてももう、恐らくここで指摘をしたとしても変えることはできんだろうと思います。

そこで、紙ベースが１億５,０００万円、この購入方法はどうするのか。今までは世帯３０万

で、往復はがきで申込みやったですよね。その５万円の場合はどうするのか。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

まだ詳しいところまでは商工会とは受け付けてして

おりませんが、今年度と、これまでと一緒のようなやり方になると思います。

以上でございます。

○議長（中野 義信君）

前回ですね、紙ベースで２億円やったですよね。あのときに抽

せんで落ちた方がかなりおられたと。だから、その抽せんで落ちられた方が何パーセントあった

のか。その辺をきちんと説明していただきたいと思います。何人申込みがあって、何人当選され

たか。どっちでもいいですけど、落ちたのか。

それを受けて、今回は１億５,０００万円ですよ。そして、往復はがき、１人１枚ですよ、往

復はがき。商工会の事務の手数も大変ですよ、そうなると。１人１枚ですから。そうなって、紙

ベースが２億円から今度５,０００万円減るわけですから、もっと抽せん漏れが増えるんじゃな

いですか。その辺はどう考えているのか。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

すみません、私の説明がちょっとまずかった点がご

ざいます。１人１枚というか、様式がございますね、往復はがきの。あれで１世帯でまたやりま

すから、１人１枚じゃない、今までと同じやり方でございます。できるだけ市内の購入者を増や

したいということで、紙ベースは商工会に、外貨は２億円のキャッシュレスで頑張っていただい

て、そちらのほうで購入していただきたいということで計画しているところでございます。

以上でございます。

まだ正式なあれは来ていませんが、抽せんのときは半分ぐらいは……。（発言する者あり）

３,０００人通ったんですかね。その倍ですから６,０００人の応募があって、とにかく５０％ぐ

らいが落ちたので、各議員に回らせていただいて、こういう結果になったことを申し訳ないとい

うふうに御説明に参ったところでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。９番、上野議員。
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○議員（９番 上野 恭子君） 前回スマホ、キャッシュレスで、下の市民生活課のほうでお客さ

んが保健の建物でしたかね。どのようにして予約したらいいか分からないということで、何か機

種によって少し違うみたいで、教育委員会の方やら福祉事務所の方なんかにお尋ねしながら大騒

動したことがございました。それで、市民生活課の方が、私がお教えしますということで、指導

を後で聞いたわけですが、何かあそこ辺りに機種によっても分かるような、そういう方がいらっ

しゃると少しいいのかなと思って思いましたけど、少し機種によって予約の入れ方が違うような

ことで、なかなか分かる方がいらっしゃいませんでしたので、そういう対応をしていただいてた

ら、課長の言われる、今から使いこなさないといけないということも分かりますので、何かそう

いうふうにしていただいたらいいと思います。

実際、私の知人が近年スマホに変えましたら、メールを打っても音信不通になって全然できな

くなったということで、７０ちょっと過ぎの方ですけど、そういう方もいらっしゃいますので、

何か対応のできるような指導をしていただいとったらいいのかなと、助かりますけどと思ってお

ります。

○議長（中野 義信君） うきはブランド推進課長。

商品券のプレミアムで使う場合は、筑邦銀行と九州

電力、ＳＢＩ証券が開発したソフトを入力して、あとはこんな大きな紙が、説明書が配られてる

んですけど、あれでしていけば基本的にはなるんですが、機種によって取扱いが違うというのは

商工会にもお伝えして、改善できる点があれば検討してまいりたいと思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで７款１項の質疑を終わります。

ここで暫時休憩を行います。１時半より再開します。

午後０時13分休憩

午後１時28分再開

○議長（中野 義信君） 再開いたします。

ここで、生涯学習課長より発言の申出があっておりますので、これを許可します。井上生涯学

習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君）

から質問されたことに対してお答えしたいと思います。

物品購入契約を令和３年１月１９日に行っておりまして、納入期限は令和３年３月３０日とな

っておりますので、納期が延びれば議会終了後に変更契約という形にしたいと思っております。
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また、輸出入の規制のことで送料が上がるんではないかということでございましたけども、契

約しておりますコウフ・フィールド株式会社福岡支社のほうに確認をいたしましたところ、送料

は変わらないということで確認をしておりますので、御報告させていただきます。

○議長（中野 義信君） それでは次に、８款２項道路橋りょう費の説明を求めます。住環境建設

課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） それでは、予算書の４１ページ目をお開きください。

８款２項５目辺地対策費でございます。補正額としまして４７０万円の減額です。内訳としま

して、１３節委託料８０万円の減額、１５節工事請負費３００万円の減額、２２節補償、補塡及

び賠償金９０万円の減額ですが、これにつきましては、大野原・小松掘線の工事等につきまして、

今年度分が完了し、不用額分を減額するものでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで８款２項の質疑を終わります。

次に、８款３項河川費の説明を求めます。住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 続きまして、８款３項１目河川総務費でございます。補正額

といたしまして３１万２,０００円の増額です。１３節の委託料としまして、こちらは筑後川及

び隈上川の樋門水門、合計１３か所ございますが、そちらの操作委託や日常点検等を操作人に委

託しております。これが、今年度分の委託料が確定したことによる増額でございます。なお、こ

の３１万２,０００円につきましては、全額、国土交通省からの支出金という形になります。

次に、８款３項４目河川改良費でございます。補正額としまして２,６９０万円の減額です。

内訳としまして、１５節工事請負費、１７節公有財産購入費、２２節補償、補塡及び賠償金がそ

れぞれ減額となっておりますが、令和２年７月豪雨災害復旧対応によりまして、当年度の事業計

画を見直した結果、予定しておりました千代久谷川の改修工事、こちらを次年度以降に延期した

ことによりまして、用地補償及び工事関係の費用を全額減額するものでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。

○議員（４番 竹永 茂美君） これと直接的には関係ないのかもしれませんが、市営河川のこう

いう改修工事のスケジュールといいますか、年間完了計画みたいなものはつくってあるのでしょ

うか。



- 188 -

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 申し訳ありません。具体的に市営河川、今後、何年度にどこ

の箇所というところまで具体的に決めておりませんが、毎年毎年、特に市営河川、要望がよく上

がってきますのが、土砂が堆積しているというところでございまして、今度の令和３年度の当初

予算でも４河川ほどしゅんせつを予定しておりますが、毎年毎年の予算の中で検討していくよう

な形でしております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで８款３項の質疑を終わります。

次に、８款４項住宅費の説明を求めます。住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 続きまして、８款４項１目住宅管理費で、補正額として

２００万円の減額でございます。こちらは工事費の確定によりまして、不用額分を減額するもの

でございます。

続きまして、８款４項４目住宅建設費で、補正額として１億１,２８９万４,０００円の減額で

す。１３節委託料としまして、高見団地建替工事監理業務委託料が３４１万９,０００円の減額、

１５節工事請負費として、高見団地建替建設工事費が１億９４７万５,０００円の減額となりま

す。これは、今年度分の出来高による支払い額が確定しまして、残額を減額するものでございま

す。そして、この減額した分は、令和３年度の当初予算に計上することになりますので、高見団

地建替工事に係る全体の金額は変わるものではございません。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで８款４項の質疑を終わります。

次に、９款１項消防費の説明を求めます。市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） ４４ページ、９款１項１目です。常備消防費では６５０万

円の減額補正です。久留米広域消防本部において、新型コロナウイルス感染症の影響により不用

額が生じております。よって、消防費負担金を減額するものです。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、竹永議員。
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○議員（４番 竹永 茂美君） 今、述べられましたコロナ感染症の影響で、この金額が減った内

容をもう少し詳しく教えていただきたいというのが１点と。

浮羽町にあります浮羽消防署も、そろそろ建て替えの時期じゃないかなと思うんですが、その

辺の計画等があれば教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 市民協働推進課長。

○市民協働推進課長（石井 孝幸君） まず、減額の詳細になりますけれども、一応公文書で

６５０万円の減額ということで、内容としましては、コロナによるということで公文書が来てお

ります。内容については、ちょっと詳しくは聞いておりませんが、いろいろ啓発活動とかありま

すので、その分が影響しておるものと考えております。

それと、浮羽消防署の建て替えの話になりますけれども、大まかな予定としましては、令和

６年度から設計に、まず、浮羽消防署の本署のほうの設計が令和６年度で、建設が７年度、８年

度、浮羽出張所については令和９年度が設計、令和１０年度、１１年度が建設という形になって

おりますけれども、まだはっきり、これから詰めていくということになろうかと思います。

それと、浮羽消防署の本署と、あと浮羽出張所ですね、統合もできないだろうかという検討も

していかなければならないかなと考えております。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで９款１項の質疑を終わります。

次に、１０款１項教育総務費の説明を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長（瀧内 教道君） 予算書の４５ページをお願いいたします。

１０款１項２目事務局費です。１９節負担金、補助及び交付金１００万円の減額補正です。給

食費補足給付費補助金の実績見込みにより、不用額を減額するものです。

２０節扶助費１,９００万円の減額補正です。幼稚園施設等利用費の実績見込みにより、不用

額を減額するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） ちょっと確認です。今、１００万円と１,９００万円の減額が

確定によるということでございますが、予算に対してこれだけ金額も結構ありますが、これも余

裕をもってという説明になるんでございましょうか。確認をさせてください。

○学校教育課長（瀧内 教道君） 給食費のほうは１００万円落とさせていただきます。予算でや
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はり若干多めに予算を取っておりますので、このようになります。

それから、１,９００万円、幼稚園施設等利用費の関係です。幼児無償化の制度が元年の

１０月から実施をされ、実質１年分予算を組みましたのが令和２年度予算からでございます。市

内の吉井幼稚園の定員数が１５０名、それから市外の幼稚園に通園する子供約１０名、１６０名

で予算化をしているところなんですけれども、実績として約１１０名にとどまっています。した

がいまして、１２月の補正等で減額できるのかどうかについて、今年初めてでございましたので、

タイミング的に分かりませんでしたから、今後、内部でも検討してまいりたいと思います。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１０款１項の質疑を終わります。

次に、１０款２項小学校費の説明を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長（瀧内 教道君） ４６ページになります。

１０款２項１目学校管理費、１１節需用費の消耗品費２５６万円の増額、１８節備品購入費

３８４万円の増額補正です。このことにつきましては、国の新型コロナウイルス対策の第３次補

正予算として、本年度８月の肉づけの補正予算で計上いたしました、各学校での感染防止のマス

クや消毒液、備品等購入予算と同趣旨の学校教育活動継続支援事業が実施されることとなりまし

て、当市としても取り組むこととしているため、補正をお願いするものでございます。なお、支

援額は生徒数３００人以上の学校が１２０万円、以下の学校が８０万円ということで、全額を繰

越し、令和３年度で活用予定でございます。

続きまして、１０款２項２目教育振興費、１３節委託料、教育用コンピューター保守点検委託

料１,３１５万５,０００円の減額補正です。ＧＩＧＡスクール構想に伴いますタブレットの追加

購入分の保守点検委託料ですけれども、入札により不用となったため、減額をするものです。

学習系ネットワークの円滑化整備委託料８１５万５,０００円の増額補正です。現在、学校の

インターネット接続は、教育センターのサーバーを通じて行われておりまして、来年度ＧＩＧＡ

スクール構想の本格実施に伴いクラウド化を予定しておりましたが、国の新型コロナウイルス対

策の第３次補正のメニューを活用して前倒しで実施するため、補正予算をお願いするものでござ

います。

２０節扶助費、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費５６０万円の減額。特別支援教育就学

奨励費６７万円の減額です。実績見込みにより、不用額を減額するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１０款２項の質疑を終わります。

次に、１０款３項中学校費の説明を求めます。学校教育課長。

○学校教育課長（瀧内 教道君） ４７ページになります。

１０款３項１目学校管理費、１１節９６万円の増額、１８節１４４万円の増額補正です。補正

理由につきましては、小学校費と同様、国の新型コロナウイルス対策の第３次補正に対応するも

のでございます。

１０款３項２目教育振興費、１節報酬のうち３６０万円、４節共済費５５万７,０００円、

１９節負担金、補助及び交付金５１万円は、中学校のＡＬＴに係る予算でございまして、昨年

２月にＡＬＴ１名が辞められましたので、国のＪＥＴプログラムに対して補充派遣をお願いして

おりましたが、コロナ禍で補充ができませんでしたので、不用額を減額するものです。

１節報酬のうち８６万円と、８節報償費８０万円の減額は、部活動指導員に係る分ですが、新

型コロナウイルスの影響で、部活動が削減されたことによる不用額を減額するものでございます。

また、１４節使用料及び賃借料も、部活動の対外試合等の多くが中止になったことによる不用

額の減額です。

１３節委託料４６９万円の減額及び２０節扶助費８４９万円の減額理由は、小学校費と同内容

でございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 課長、小学校のときに聞こうと思ったけど、次があるやと思っ

て、２目の１３節委託料の学習系ネットワーク円滑化整備委託料２３３万円、小学校とは金額違

いますが、これはクラウド化を予定したという説明があったと思うんですけど、ちょっと分かり

やすく説明いただけませんか。

○議長（中野 義信君） 学校教育課長。

○学校教育課長（瀧内 教道君） 今現在、学校のインターネット接続につきましては、学校から

教育センターのサーバーに１回つながりまして、そこからインターネット回線のほうにつながっ

ていくというような流れになっております。

来年度、学校の教職員のパソコン入れ替えも―当初予算のほうでお願いをしてますけれど

も、更新時期に当たっておりまして、ＧＩＧＡスクール構想で児童・生徒のパソコンの台数が飛

躍的に増えます。それから、学校の先生方のパソコンも増えるということで、インターネットに

ついて直接クラウドということでつなぎます。インターネットのほうに直接つなぐことによって、
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これによりまして通信回線の速度が速くなります。台数も増えます。それに対応する形で、操作

上の通信回線の速度が速くなりますので、そういったメリットがあるということで考えていると

ころでございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１０款３項の質疑を終わります。

次に、１０款４項社会教育費の説明を求めます。担当課長は所管を述べ、順次説明を願います。

生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 生涯学習課でございます。４８ページをお願いします。

１０款４項１目社会教育総務費、１５節工事請負費、防音対策工事費１５０万円の増額補正で

ございます。るり色ふるさと館の室外機及びダクトの騒音につきましては、１月の全員協議会で

御報告したところでございますが、るり色ふるさと館に隣接する民家への騒音について対処して

いるところでございます。現在、室外機につきましては、施設全体の出力を６０％に落として使

用し、音を控えております。

また、ホール空調機につきましては、排気ダクトの騒音とともに、そのダクトから排出される

風についても御指摘を受けております。内容といたしましては、現在ホール外壁に取りつけてお

りますダクトのフード部分から下向きに風が出ておりますけれども、その風が隣接する民家の倉

庫に当たっており、夏に排出される温風によって倉庫内の温度が上がっているとの御指摘でござ

います。市と事業者とで協議を行ってきた中で、その対策としては、ダクトの改修工事が必要と

考えておりまして、今回の補正をお願いするものでございます。

次に、２目文化財保護費、１９節負担金、補助及び交付金８００万円の減額でございます。伝

統的建造物群保存地区補助金２５０万円の減額につきましては、１２月に相談を受けておりまし

た伝建地区の修理が所有者様の意向により実施しなくなったため、減額するものでございます。

全国茅葺民家保存活用ネットワーク協議会負担金１００万円の減額につきましては、第１１回目

の茅葺きフォーラムをうきは市で開催する予定でございましたが、新型コロナウイルス感染拡大

により、令和３年度へ延期となりましたので減額するものでございます。

町並み保存地区保存対策費補助金４５０万円の減額につきましては、今年度３軒のうち、所有

者様の意向によりまして２軒実施しなかったため、減額するものでございます。

○人権・同和対策室長（白石 孝博君） 続きまして、人権・同和対策室です。

４目人権・同和教育費、補正額１３３万６,０００円の減額でございます。内訳として、８節

報償費４７万９,０００円の減、これにつきましては、新型コロナの影響により、人権セミナー

や出前講座などが一部開催できなかったことによる減額でございます。
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それから１９節負担金、補助及び交付金８５万７,０００円の減額です。小・中・高等学校等

奨学補助金、実績により減額するものでございます。

以上です。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） １点、井上課長、お尋ねをいたします。

この防音対策については、おっしゃるとおり全協で十分記憶をしております。お聞きしたいの

は、これはもう、設計の段階においては、想定は全く設計技術者もできなかったという理解でよ

ろしゅうございますか。したがって、その他、設計については、特段の責めはないという理解で

いいかどうか、明確にお願いしておきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 井上課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 事業者の設計、また工事の監理業務としての責任はあるんでは

ないかと考えておりますけども、市といたしましても、工事の完了というのを認めておるために、

現在も事業者と協議中でございます。しかしながら、住民の方には早急に対処する必要があるた

めに、今回、補正をお願いするものでございます。

○議長（中野 義信君） 江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 分かりました。一応まだ完成をこちらが認めてしまった以上と

いうことになるのは確かに理解できますが、今、協議中ということになります。その結果によっ

ては、また結果が出てくると思うんですけど。それと、今まで御迷惑をかけた住民の皆様につい

ては、何らその辺のトラブルというか、そういうものは一切ないという理解でよろしいですか。

○議長（中野 義信君） 井上生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） 今、苦情として承っておりますのは１件でございます。昨年、

ほかのところも被害があるんではないかというところで、私と担当の係長のほうで近所を回りま

して、ほかのところは今のところ何も支障はないということで承っております。関係する住民の

方のところには、私のほうと、それから事業者のほうと、関係する住環境建設課のほうとも行き

まして、おわびをしているところでございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１０款４項の質疑を終わります。

次に、１０款５項保健体育費の説明を求めます。生涯学習課長。

○生涯学習課長（井上 理恵君） ４９ページをお願いします。

１０款５項１目保健体育総務費、８節報償費７３万２,０００円の減額でございます。新型コ
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ロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中であったため、市民ロードレース大会が中止となり

ましたので、減額するものでございます。

９節旅費４６万７,０００円の減額でございます。市民ロードレース大会と九州地区スポーツ

推進委員研修大会の中止により、その旅費分、費用弁償分を減額するものでございます。

１１節需用費、食糧費９万２,０００円の減額、また１３節委託料１４万４,０００円の減額に

つきましても、市民ロードレース大会の中止により減額するものでございます。

１９節負担金、補助及び交付金１万９,０００円の減額につきましては、北筑後地区スポーツ

推進委員協議会が今年度の負担金を徴収しないことが昨年１２月の理事会で決定したために減額

するものでございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１０款５項の質疑を終わります。

次に、１１款１項農林水産業施設災害復旧費の質疑を行います。これは財源組み替えですが、

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで１１款１項の質疑を終わります。

次に、１３款諸支出金、１４款予備費及び歳入については、一括して企画財政課長の説明を求

めます。企画財政課長。

○企画財政課長（山崎 秀幸君） それでは、５１ページをお願いいたします。

１３款１項１目特別会計繰出金２,７２７万４,０００円の減額です。内訳は、国保特別会計の

繰出金が１,２３１万８,０００円、後期高齢者医療事業特別会計の繰出金が１,４９５万

６,０００円、それぞれ減額となります。

５２ページをお願いいたします。

１４款１項１目予備費９万７,０００円の減額です。歳入歳出補正額の調整によるものでござ

います。

続きまして、歳入に入ります。１９ページにお戻りください。

１３款２項４目災害復旧費負担金２,９２５万４,０００円の減額です。災害復旧事業の補助率

の確定等による財源の補正となります。

続いて、２０ページをお願いいたします。

１５款１項１目民生費国庫負担金４,２７６万１,０００円の減額でございます。国民健康保険
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基盤安定負担金が１１３万６,０００円の減額、生活保護等対策費負担金が４,１６２万

５,０００円の減額となっております。

それから、２目教育費国庫負担金、こちらが９５２万円の減額です。幼稚園施設等利用費の減

に伴うものでございます。

２１ページをお願いいたします。

１５款２項１目総務費国庫補助金１億１,５７３万６,０００円の増額でございます。内訳は、

地方創生推進交付金が１３４万７,０００円の減額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金、こちらが１億１,７０８万３,０００円の増額でございます。国の補正予算による第

３次配分等に伴うものでございます。

続きまして、３目衛生費国庫補助金３,２５１万４,０００円の増額、新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保事業費補助金の分となります。

４目土木費国庫補助金４,５７２万３,０００円の減額です。防災・安全社会資本整備総合交付

金、いわゆる社交金の分で、高見団地建替工事について、県との協議により、令和２年度分を減

額するものでございます。

６目教育費国庫補助金４６０万１,０００円の増額で、１節教育総務費補助金４０４万

４,０００円の増額です。内訳は記載のとおりでございます。２節小学校費補助金２８２万

６,０００円で、内訳は記載のとおりでございます。中学校費補助金９８万１,０００円、こちら

も小学校同様の内容でございます。社会教育費補助金３２５万円の減額でございます。それぞれ

国宝重要文化財等の補助金等の減額によるものでございます。

２２ページをお願いいたします。

１５款３項３目土木費国庫委託金、国営河川水門樋門管理委託金３１万２,０００円の増額と

なります。

２３ページをお願いします。

１６款１項１目民生費県負担金１,２６４万５,０００円の減額です。内訳は記載のとおりでご

ざいます。

２目教育費県費負担金４７６万円の減額です。これは施設型給付費の負担金が減額ということ

でございます。幼稚園施設利用費の減に伴うものでございます。

２４ページです。

１６款２項２目民生費県補助金１,０２４万３,０００円の減額でございます。それぞれ額の確

定に伴い、減額をしているところでございます。

５目農林水産業費県補助金７９８万１,０００円、中山間地域等直接支払交付金８６３万

２,０００円の減額となり、その下、交付金が４６万７,０００円の減額となっております。その
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下からは、３月補正の部分の補助金の分となります。

続いて、８目教育費県補助金１３３万２,０００円の減額でございます。教育総務費補助金

９３万２,０００円の減額、内容は記載のとおりでございます。２節社会教育費補助金４０万円

の減額、文化財保護事業費補助金の減額でございます。

１０目災害復旧費県補助金２,９２５万４,０００円の増額でございます。農地災害復旧費等の

県補助金追加による財源の組替えとなります。

２５ページをお願いいたします。

１７款１項２目利子及び配当金、補正額３１６万４,０００円、基金の運用益となります。

２６ページをお願いいたします。

１８款１項２目指定寄附金９６５万８,０００円の増額です。実績見込みにより、ふるさと・

うきは「まごころ寄附金」９５５万８,０００円の増額でございます。それから、総務費寄附金

は、こちらは明治安田生命保険総合会社様からコロナ対策のためにということで、寄附金を

１０万円頂いております。この場をお借りして、お礼を申し上げます。

２７ページでございます。

１９款１項１目財政調整基金繰入金３億２,５７０万円の減額でございます。各事業費等の確

定に伴いまして、それぞれ基金繰入額を減額するものでございます。

２８ページをお願いいたします。

２１款５項１目雑入でございます。補正額１,６９０万円、内訳は、非常勤職員公務災害補償

保険金が２０万円、先ほど説明がありましたように、会計年度任用職員の公務災害の保険分とな

ります。それから、久留米広域市町村圏事務組合基金返還金、議案第２１号関連の現金の受入れ

分となります。こちらが９００万円です。それから、沢水枯渇補償金７７０万円、こちらは合瀬

耳納トンネル工事に伴う補償金となります。

２１款５項５目高額療養費返還金２００万円の減額でございます。事業費の確定に伴う減額と

なります。

２９ページをお願いいたします。

２２款１項市債のほうでございます。この市債全体額としましては２,６４０万円の減額とな

っております。そのうち２目農林水産業債は７２０万円の増額で、公共事業等債が１６０万円の

減額、同じく農業競争力強化基盤整備事業分が３６０万円の減、防災・減災・国土強靱化緊急対

策事業債分が１,２４０万円、こちらは増額となっております。

４目土木債９,０６０万円の減額でございます。辺地対策事業債、緊急自然災害防止対策事業

債は、事業費の減額に伴い減額補正をするものでございます。公共事業等債８１０万円は、７目

の２節公共土木施設災害復旧事業債、こちらから変更をするものでございます。それから、２節
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住宅債で、公営住宅建設事業債６,７１０万円の減額につきましては、今年度、事業費の減額に

伴う補正となります。

７目災害復旧債１,４８０万円の増額補正となります。災害復旧費に対する国庫補助金等の額

の確定に伴う財源の補正となります。

８目教育債５９０万円の増額です。学習系ネットワーク円滑化整備事業等に対する市債を計上

するものでございます。

最後に、９目減収補てん債３,６３０万円、こちらは、減収補てん債は、自治体が当初見込ん

だ税収額から、いろんな今回コロナの変動で減収になったため、国が補塡を行うというものでご

ざいます。この関係で３,６３０万円の補正を計上するものでございます。

私からの説明は以上となります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

この言葉初めて聞きましたが、沢水枯渇補償金、これは先ほど合

瀬耳納峠のトンネルの何か、これ補助金じゃないでしょうけど、地元に何か対応するんですかね、

７７０万円。これは初めて聞きました。ちょっとお伺いします。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） こちらの沢水枯渇補償金につきましては、県の合瀬耳納トン

ネルの工事に伴いまして、そこの隣接する田んぼの水のほうが枯渇しまして、その分の補償とし

て、県のほうが井戸を新たに掘っております。それを地元のほうにお渡しするということで、そ

れの今後の維持管理分を補償金として今回、受け取るような形になっております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君）

これは一括払いで終わりですか。それとも毎年またこれからもあ

るんですかね。こう、幾らか。

○議長（中野 義信君） 住環境建設課長。

○住環境建設課長（村岡 薫君） 今回、これで一括分で終わりという形になります。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。９番、上野議員。

○議員（９番 上野 恭子君） 厚生文教ですので、お尋ねします。

ため池のが３個分の予算、ページがどこですかね、ため池は。あれが、今後そこの３か所を調

査してみて、あとはずっと続いていくものでしょうか。３個だけでとどまるものでしょうか。

○議長（中野 義信君） 農林振興課長。

○農林振興課長（石井 太君） 農林振興課でございます。
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ため池の分につきましては、予算書の２４ページに１５０万円予算措置しております。こちら

は３か所の分でございます。今後、重点ため池３１か所全て年度計画を立てて、おおむね５年を

めどに実施をしていく計画で進めていく予定でございます。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで諸支出金、予備費及び歳入の質疑を終わり

ます。これで議案第３号の質疑を終わります。

次に、議案第１０号令和３年度うきは市国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。

議案の朗読と説明を求めます。市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） まず、予算書１３ページをお願いいたします。黄緑色の表紙の

分になります。

議案第１０号令和３年度うきは市国民健康保険事業特別会計予算。

令和３年度うきは市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３７億８,３６０万

７,０００円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は３億円と定める。

歳出予算の流用、第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（１）第２款保険給付費に計上した給付費等に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。令和３年３月５日提出。うきは市長髙木典雄。

続いて、予算に関する説明書のほうの１７３ページをお願いいたします。

昨年と比較して、増減の大きいものを中心に説明をさせていただきたいと思います。

まず、歳入でございます。

１款１項１目一般被保険者国民健康保険税、本年度予算額６億９,６５６万４,０００円でござ

います。前年と比較して５,８１６万１,０００円の減額でございます。内訳については、記載の

とおりでございます。減少の主な要因としましては、被保険者数の減、それからコロナの影響に

よる所得割の減を見込んでの減となっているところでございます。

少し飛びまして、１７５ページをお願いいたします。

３款１項のところの一番上でございます。社会保障・税番号システム整備費補助金、本年度は
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ゼロとなっております。前年度比較では２４２万３,０００円の減となっておるところです。令

和２年度は、マイナンバーとの連携によるシステム改修などがありましたが、令和３年度は予定

がないため、減となっているものでございます。

それから、その下です。４款１項１目保険給付費等交付金、本年度予算額２７億５,２１５万

９,０００円。前年度比較では３２０万２,０００円の増となっております。内訳としましては、

１節普通交付金２６億３,１７７万円、こちらは療養給付費等に充てるための交付金となります。

それから、その下ですけど、２節特別交付金１億２,０３８万９,０００円、こちらは保険者努

力支援分とか、保険者の特別な事情に対する交付金でございます。

少し飛ばして、次のページをお願いいたします。１７６ページです。

６款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額３億１,９３２万９,０００円、前年度比較で

１,３６５万８,０００円の増となっております。法定内繰入れとして、保険税の軽減分や保険者

支援などとして、国県から交付されたものに市の一般会計負担分を加えたものを繰り入れるもの

でございます。

それから、６款２項１目国民健康保険財政調整基金繰入金、本年度予算額１,０００万円、昨

年と同額を基金より繰り入れるものです。コロナの影響により保険税が減額になることもあり、

県へ支払う納付金の不足分を補うためのものでございます。

少し飛びまして、１７８ページをお願いいたします。

８款３項３目一般被保険者返納金、本年度予算額５０万円、前年度比較では１５０万円の減と

なっております。こちら不当利得ですね、資格喪失後受診などによるもので、保険者間の調整な

どによる返納金でございます。

飛びまして、次のページをお願いします。歳出でございます。

１款１項１目一般管理費、本年度予算額９,１７２万８,０００円、前年度比較で４,８８９万

９,０００円の増となっております。増となった主な要因は、１２節委託料の中の一番下でござ

います、市町村事務処理標準システム導入委託料５,１１５万円です。これは令和４年１月の市

の基幹システムの更新に伴い、国の標準システムを導入するものでございます。国から

３,０８０万円の補助を予定しております。これは令和２年８月議会において、債務負担行為を

設定した分となります。

次のページをお願いいたします。１８０ページです。

同じく１３節、一番上です。使用料及び賃借料１７９万９,０００円、市町村事務処理標準シ

ステムクラウドサービス利用料です。標準システムの利用料なんですが、令和４年１月稼働とな

りますので、３か月分を計上しておるところでございます。

それから、その下の１８節負担金、補助及び交付金１５万９,０００円、オンライン資格確認
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運営負担金でございます。昨年は１か月分、令和３年３月からでございますので、１か月分を予

算計上しておりましたが、来年度、令和３年度は１２か月分ということで１５万９,０００円に

なっております。

少し飛ばして、１８２ページをお願いいたします。

２款１項１目一般被保険者療養給付費、本年度予算額２２億６,６６９万４,０００円、前年度

比較で３,２４７万６,０００円の減となっております。こちらは現物給付分になりますけれども、

被保険者数の減少により、減を見込んでおるところでございます。

一番下の５目審査支払手数料５００万８,０００円、前年度比較で３２万９,０００円の減とな

っております。実績により、件数の減少を見込んでいるものでございます。

それから、次のページですけれども、２款２項１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額

３億５,１１６万６,０００円、前年度比較で９９０万５,０００円の減となっております。こち

らも被保険者の減少などにより、減を見込んでおるところでございます。

少し飛びまして、１８７ページをお願いいたします。

２款６項１目傷病手当金でございます。本年度予算額４６万７,０００円、前年度の当初はゼ

ロでございましたので、前年度比較は４６万７,０００円の増となっておるところです。こちら

は、新型コロナウイルス感染症により仕事を休み、給与が支払われなくなった被保険者に対して

の傷病手当金でございます。

予算編成時点では、令和３年３月３１日までに感染した者が対象となっておりましたので、

３月までに感染をした人が仕事を休んで、４月以降に申請した場合を想定しての予算組みになっ

ております。その後、２月９日付で傷病手当の対象を４月１日から６月３０日までの間に感染し

た者についても同様とする旨の通知が国のほうよりありましたので、もし今後、予算不足が生じ

るようなことがあれば、また補正等でお願いをしたいというふうに考えておるところです。

次のページですけれども、３款１項１目一般被保険者医療給付費分、本年度予算額６億

９,２１１万３,０００円、前年度比較で５,１３０万２,０００円の減となっております。これは、

県に支払う納付金のうち医療給付費分となっております。コロナによる受診控えを反映した算定

となっておるようでございます。また、県がコロナによる保険者への影響を考慮して、低く抑え

た形となっておるところでございます。

その下です。退職被保険者等医療給付費分、本年度予算額ゼロです。これは県から令和３年度

はゼロということで通知がありましたので、減額としております。

次のページですけれども、３款２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、本年度予算額

２億５５７万８,０００円、前年度比較で２１万６,０００円の増となっております。県への納付

金のうち、後期高齢者支援分でございます。
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その下の退職被保険者等後期高齢者支援金等分についても、上で申し述べたとおりで、県から

ゼロとの通知がございましたので、減額としておるところです。

続きまして、１９０ページです。

３款３項１目介護納付金分です。本年度予算額８,７２３万１,０００円、前年度比較で

３７３万１,０００円の増となっております。県への納付金のうち、介護納付金分でございます。

少し飛びまして、１９２ページをお願いいたします。

５款１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額２,６５５万４,０００円、前年度比較では

１８１万５,０００円の増となっております。主なものとしては、１２節委託料の中の特定健診

委託料１,９３５万２,０００円です。こちら実績を元に受診者の増を見込んでいるところでござ

います。

それから、その下の健診パンフレット制作委託料２９万２,０００円です。これについては、

健診を受けていただくためのパンフレットの作成委託なんですが、見開きで見やすいデザインの

ものを作りたいということで予算組みをしておるところです。これまでは印刷費で予算を取って

おりましたけれども、印刷費から組替えを行うものでございます。

続きまして、５款２項１目保健事業費です。本年度予算額３０８万５,０００円、前年度比較

では１１万３,０００円の増でございます。主な要因は、一番下の１８節負担金、補助及び交付

金の９８万円、はり・きゅう施術費補助金でございます。実績に合わせて増額するものでござい

ます。

少し飛びまして、１９７ページをお願いいたします。

予備費でございます。９款１項１目予備費、本年度予算額９８２万９,０００円、前年度比較

では６３７万９,０００円の減となっております。

以上で説明を終わります。

○議長（中野 義信君） 次に、国民健康保険事業特別会計の給与に関しての総括的説明を求めま

す。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 予算説明書の１９８ページをお開きください。

まず、特別職の給与費明細書でございます。９名の運営協議会委員の報酬でございまして、前

年度と同額になっております。

１９９ページは、会計年度任用職員以外の一般職の明細になっております。職員数は４名で、

給与費、退職手当組合負担金、共済費の合計額は２,７７１万７,０００円を計上しております。

前年度から１１２万９,０００円の減額となっております。主な要因は、給与改定、人事異動等

によるものでございます。

続きまして、２００ページは会計年度任用職員の明細になっております。職員数は２名で、給
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与費、共済費の合計は５２９万６,０００円を計上しております。前年度から９万１,０００円の

増額となっておるところでございます。

説明は以上になります。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 予算のほうは見させていただきました。特別に今のところあり

ませんが、この予算補足資料を頂いてますですね。そこの１６４ページ、国保の関係です。この

事業の概要、記載がございますですね。ここの一番最後、１１節の一番下にジェネリック通知を

毎月１７０名に送付する。ジェネリックは承知しておりますけれども、この１７０名に通知する、

ジェネリック薬品を使いなさいということだろうと思うんですが、これはずっとやっていること

なんですかね。今日、これを見て気づいたんですけど、これは通知しての効果が上がっているの

か、今後も続けるのか、ちょっと確認の意味でございます。お願いします。

○議長（中野 義信君） 市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） ジェネリックの通知についてでございますけど、これはこれま

でも効果の高いと思われる順番に１５０名に対してこれまで通知を行ってきて、一定の効果があ

っておるところでございます。今回、総合計画の後期計画の中でも指標としてジェネリックの普

及率を上げるということを挙げておりますので、これまで１５０名だったものを１７０名に上げ

て、推進をしていこうということでございます。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第１１号令和３年度うきは市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題とします。

議案の朗読と説明を求めます。市民生活課長。

○市民生活課長（白石 孝博君） 続きまして、予算書の１９ページをお願いします。黄緑色の予

算書のほうの１９ページをお願いします。

議案第１１号令和３年度うきは市後期高齢者医療事業特別会計予算。

令和３年度うきは市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５億６４３万６,０００円と

定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令和３年３月５日提出。うきは市長髙木典雄。

続いて、予算に関する説明書の２１１ページをお願いいたします。増減の大きいものを中心に
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説明をさせていただきたいと思います。まず、歳入でございます。

１款１項１目特別徴収保険料、それから２目普通徴収保険料、２つ合わせまして３億

５,０２０万円、前年度比較で２,３１３万３,０００円の増でございます。被保険者数の増加見

込みと均等割の軽減割合の特例が本来の本則に戻されることによる増を見込んでおるところでご

ざいます。

１つ飛びまして、一番下です。３款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額１億５,５２２万

９,０００円、前年度比較で６１２万２,０００円の減となっております。保険料の軽減分の補塡

や広域連合の事務費相当分などが主なものとなります。保険料軽減分については、県が４分の

３を負担するものでございます。

次のページなんですけど、４款以降は大きな増減がございませんので、説明は割愛させていただ

きたいと思います。

続いて、２１４ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款１項１目一般管理費、本年度予算額１,２８３万６,０００円、前年度比較で３万

２,０００円の減となっております。職員１名分と会計年度職員１名分の人件費が主なものとな

っております。

次のページですけど、１款２項１目徴収費、本年度予算額５４６万８,０００円、前年度比較

で１１５万１,０００円の増額となっております。主なものとしまして、１２節委託料１３８万

６,０００円、電算機器保守点検委託料です。後期高齢者徴収システムの保守委託となっており

ます。昨年と比較しますと５５万５,０００円減となっております。これは契約の中にクラウド

の使用料が含まれていたため、その分を１３節に組替えをしたため、減となっているものでござ

います。

その下、１３節使用料及び賃借料２７５万４,０００円、これは後期高齢者徴収システムの借

上料でございます。前年度と比較しますと１６８万９,０００円の増となっておりますが、先ほ

ど申し上げた１２節の一部を１３節に組み替えたことと併せて、あと令和２年度は上半期が再

リースであったため、安価であり低額であったんですけれども、令和２年の下半期から通常の

リース料となったことによる増額となります。

続きまして、次のページ、２１６ページをお願いします。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。本年度予算額４億８,５１３万

２,０００円、前年度比較で１,５８９万１,０００円の増となっております。後期高齢者医療広

域連合へ支払う納付金でございます。保険料収入分と保険基盤安定分などの一般会計からの繰入

れ分を広域連合に支払うものでございます。

それから、次のページです。
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３款１項１目保険料還付金及び加算金、本年度予算額１００万円で前年度と同額となっており

ます。これは過誤納などによる保険料の還付金でございます。

最後２１８ページ、４款１項１目予備費、本年度予算額２００万円で、前年度２００万円です

ので同額となっております。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 次に、後期高齢者医療事業特別会計の給与等に関しての総括的説明を求

めます。総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 予算説明書の２１９ページをお開きください。会計年度任用職員以

外の一般職の明細でございます。

職員数は１名で、給与費、退職手当組合負担金、共済費の合計は７３４万円を計上しておりま

す。前年度から２０万３,０００円の減額となっております。主な要因は、給与改定、人事異動

等によるものでございます。

続きまして、次のページ、２２０ページでございます。こちらは会計年度任用職員の明細でご

ざいます。職員数は１名で、給与費、共済費の合計は２５４万７,０００円を計上しております。

前年度から１３万円の増額となっております。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

次に、議案第１２号令和３年度うきは市立自動車学校特別会計予算を議題とします。

議案の朗読と説明を求めます。自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） 自動車学校の髙木でございます。よろしくお願いします。

それでは、予算書２３ページをお願いいたします。

議案第１２号令和３年度うきは市立自動車学校特別会計予算。

令和３年度うきは市立自動車学校特別会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３,２５４万

７,０００円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は１,０００万円と定める。令和３年３月５日提出。うきは市長髙木典雄。

それでは、予算に関する説明書２２９ページをお願いいたします。
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まず初めに、令和３年度自動車学校の予算作成に当たりまして、入校予定数を令和元年度の実

績、入校生３６０名を元に３６０名で今回作成しております。

まず、２２９ページ、歳入でございますけれども、前年度に対しまして比較が増額になってい

るのが多いのは、今、説明いたしました入校数をその前の３３０名から３６０名にしたことによ

るものでございます。金額は記載のとおりとなっております。

続きまして、２３０ページをお願いいたします。

２３０ページ一番下の３款繰入金、本年度６００万円を計上しております。これは、高齢者講

習用のオートマチック車の軽自動車の購入費２００万円と歳入歳出の調整分の４００万円、合わ

せて６００万円ということになっております。

次に２３１ページ下段、５款２項１目受託事業収入が３５７万６,０００円の増額予算を計上

いたしております。これは高齢者講習の予定を、その前の年の１,９５０名から２,６７０名にし

たことによるものの増額計上となっております。

続きまして、２３３ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款１項１目総務管理費１,０５２万８,０００円の減額予算となっております。これは３節職

員手当等に本年度は退職者がおりませんので、退職手当を計上しておりませんので、その差額と

いう形になっております。その他、歳出、項目等大きな変更はございません。金額は記載のとお

りとなっております。

説明は以上となります。よろしくお願いします。

○議長（中野 義信君） 次に、自動車学校特別会計の給与等に関して、総括的説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 予算説明書の２３８ページになります。まず、会計年度任用職員以

外の一般職の明細でございます。

職員数は１３名で、給与費、共済費の合計は７,５２８万７,０００円を計上しております。前

年度から１,３４６万７,０００円の減額となっております。主な要因は、下段職員手当の内訳中、

一番右の退職手当にありますとおり、前年度において１名の退職に伴う費用を計上したことによ

る減額になっております。

続きまして、２３９ページは会計年度任用職員の明細でございます。職員数は５名で、１名増

員となっております。給与費、共済費の合計は１,５２２万１,０００円を計上しております。前

年度から３００万４,０００円の増額となっております。

説明は以上でございます。

○議長（中野 義信君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。２番、組坂議員。
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○議員（２番 組坂 公明君） 予算とは直接関係ないんですけど、市民の方から結構、甘木の自

動車学校がなくなって大型自動二輪、それから準中型、こういった免許取得のために、今あるう

きはのほうでも検討できないかという要望が数件入ってきております。今後、うきは市として甘

木まで―講習者も増えてくるんだろうと思うんですけど、そういった御検討はされるのか。

計画があれば、教えていただきたいと思います。

○議長（中野 義信君） 自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） 車種の増設による御質問でございますけれども、それは私のほ

うにもよく自動車学校に直接増設はできないかと、準中型とか中型、または大型二輪という問合

せは来ます。我々ももちろんその件については検討しておりますけれども、今のところ、県内見

ましても大体準中型、設置されている教習所が３８校中２１校ですので半分ぐらい、５５％ぐら

い設置されておりますけれども、年間の受校者数を見ると、大体都会の多いところは５０名、

６０名で通常２０名程度しか準中型入校がないということで、準中型を始めるに当たりまして、

車両は２台以上必要になってきます。１台が５００万円程度しますので、その費用と、あとは

ポールの高さとか全部変える必要がありますので、今のところ難しいというのと、中型と大型に

つきましては、コースの増設が必要になってくるというので、今、普通車で場内いっぱいいっぱ

いになってますので、新しく大型用、中型用のＳ字クランク等を設置するには、敷地を拡大する

必要が出てきますので、なかなか難しいというところになっております。

もう一点は、今、中型免許を取得するには、普通免許を取って２年間の経験が必要ということ

になっております。これが今、国のほうで見直しが検討されていて、ある特定の教育を受ければ

２年間、経験がなくても中型を取れるようにしようという動きがあります。そうした場合に、や

はり準中型の需要がまた少なくなってくるんではないかということも見通しておりますので、そ

の辺を考えながら、また増設については慎重に考えていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。１０番、江藤議員。

○議員（１０番 江藤 芳光君） 組坂議員とちょっと関連はしますけど、甘木自動車学校がなく

なったことに対しての、いわゆるうきは市立自動車学校のメリットというか。始まる前もちょっ

と校長と話ししたんですけど、今村副市長が校長時代は、各高校生の争奪戦のような様相で、ど

んどん、学校の経営が果たして今度どうなるのかという話合いが議会の中で結構真剣にあってお

りました。

今日の予算を見ますと、もう、予定人数も増えてますし、年齢の高齢化とともに高齢者講習の

人員も増えております。確かに今、組坂議員が言う、そういうものも私も聞きながら確かにそう

だなと思いながら。やはり今後の経営の見通しの中で、今、甘木がなくなったことで現状どう今、
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見て今後どうなっていくのか。少子化もありますけど、その辺をお聞かせください。

○議長（中野 義信君） 自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） 甘木移転に伴います、今後のうきは市立自動車学校の展望とい

うことですけども、本年度から甘木自動車学校が筑紫野のほうに移動しまして、朝倉市に自動車

学校がないという状況になりました。本年度１０月から甘木方面にバスの運行を予定しておりま

したけれども、それを前倒しして８月から運行を始めまして、本年度が甘木方面から７０名以上

の入校をいただいております。この予算３８０名で作成しましたけれども、その作成したとき

１１月ぐらいでしたので３８０名で作成いたしましたけれども、今、今日現在のところでもう、

３９０名以上入校いただいておりますので、今後、当分の間はこの予算の作成で問題ないという

ふうには考えております。

ただ１点、高齢者講習が増えております。昨年、公安委員会のほうには年で報告しますので、

令和２年で３,０００名以上実施しました。それでもなかなか苦しいと。朝倉市には対象者が

２,０００人以上おりますので、とてもうきは１校では賄うことが難しいということですので、

その辺は近隣校のほう、また公安委員会のほうとも話し合いながら、どうやっていくかというの

は検討していく必要があるというふうに考えております。

以上です。

○議長（中野 義信君）

私も金額のほうには、あまり予算的には関係ないんですが、ここ

に車検手数料というのが出ておりますが、たしか自動車学校は、四輪が２９で二輪が２６やった

か、そういう台数やったですけどね。この二輪車はもちろん、大型車じゃないと車検は要らない

でしょうが、私、昨日の続きになるかもしれませんけどね、今現状ですよ、例えば電気自動車、

それとハイブリッド車、取りあえずそれ、何台あるかちょっと教えてください。これ、行政の車

にも私、聞きたいところがあったんですけど、自動車学校の管理、お願いします。

○議長（中野 義信君） 自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） 電気自動車とハイブリッド車の御質問でありますけども、自動

車学校、電気自動車は今、持ち合わせておりません。ハイブリッドが今、オートマチック車の教

習車、プリウス１０台と、以上という形になっております。

以上です。

○議長（中野 義信君）

昨日も申しましたがね、２０３０年脱炭素社会か、カーボンニ

ュートラル、これを進めるには近いところ、自動車学校、例えば行政も車が結構あると思います。

それにリース車かな、リース車も結構あると思いますので、その辺は今度入れ替えするときは、
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その辺を考えていただきたいのと、他の自動車学校の状況も調べていただきたい。多分どこやっ

たかな、電気自動車の入っているところがあると思います。さらにこれ、普及していかないと駄

目だと思いますのでね、その辺をちょっと調べていただきたいと思います。御返答があれば。

○議長（中野 義信君） 自動車学校長。

○自動車学校長（髙木 慎君） 電気自動車に関する質問でございますけれども、電気自動車を

入れてる教習所はありますけども、教習車全てを今、電気自動車にしているというところは県内

で聞いておりませんので、体験という形で入れているところは存在するというのは承知しており

ます。ただ、全て教習車を電気自動車に変えられるかどうかは、また採点等の基準が変わってき

ますので、公安委員会等の指示に従いながら今後考えていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（中野 義信君） 総務課長。

○総務課長（中野昭一郎君） 公用車に関しましても、環境問題の視点は重要視しながら検討する

必要があると思っております。ただ、費用的なところもございますので、今は基本的に軽のリー

ス車に入れ替えていくというような考えで進めております。そういった部分がハイブリッド車で

あるとか電気自動車等で対応ができるような条件整備ができれば、積極的に取り入れてまいりた

いと思っております。

○議長（中野 義信君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

────────────・────・────────────

日程第２．議案の委員会付託

○議長（中野 義信君） 日程第２、議案の委員会付託を議題とします。

議案の委員会付託については、お手元に配付しております議案の委員会付託表のとおり、所管

の常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中野 義信君） 異議なしと認めます。したがって、議案はお手元に配付しております議

案の委員会付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決しました。

────────────・────・────────────

○議長（中野 義信君） 以上で、本日の議事日程は終了しました。本日はこれで散会します。

○事務局長（石井 良忠君） 起立。礼。お疲れさまでした。

午後２時53分散会


